
鎌
倉
中
期
の
京
・
鎌
倉
に
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け
る
漢
籍
受
容
者
群
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集
』の
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だ
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鎌
倉
幕
府
の
要
人
の
漢
籍
受
容
は
、
北
条
時
頼
・
実
時
ら
の
漢
籍
志
向
の
性
格
、
清
原
・
藤
原
南

家
ら
の
儒
者
と
の
関
係
、
武
家
文
庫
の
形
成
な
ど
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
当
該
期
の
公
武

関
係
か
ら
の
検
討
は
不
十
分
だ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
実
時
撰
と
も
さ
れ
る
『
管
見
抄
』
を
石
清
水
八

幡
宮
の
良
清
編
『
鳩
嶺
集
』
を
媒
介
に
検
討
し
、
鎌
倉
と
京
都
の
漢
籍
受
容
者
群
の
基
盤
が
共
通
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
『
管
見
抄
』は『
白
氏
文
集
』の
要
文
を
抄
出
し
た
も
の
で
永
仁
三（
一
二
九
五
）年
に「
関
東
田
中
坊
」

で
書
写
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
寺
坊
に
「
関
東
」
を
つ
け
る
例
に
注
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
遺
身
院
が

京
都
下
河
原
門
跡
、
犬
懸
坊
が
日
光
山
別
当
、
大
蔵
が
小
河
坊
の
鎌
倉
住
坊
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、

「
関
東
」を
付
し
た
場
は
鎌
倉
外
に
拠
点
を
も
つ
人
物
の
鎌
倉
住
坊
に
付
さ
れ
た
例
が
多
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
田
中
坊
は
石
清
水
八
幡
宮
の
鎌
倉
住
坊
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

石
清
水
八
幡
宮
と
鎌
倉
と
の
関
係
は
、
別
当
宗
清
と
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
の
親
密
な
関
係
が
知

ら
れ
て
い
た
が
、『
鳩
嶺
集
』
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
同
書
に
は
北
条
時
頼
ら
の
願
文
等
が

含
ま
れ
、
作
者
は
菅
原
為
長
・
藤
原
経
範
な
ど
で
あ
る
。
両
者
や
そ
の
子
孫
は
鎌
倉
と
緊
密
な
関
係

に
あ
っ
た
。
鎌
倉
と
京
都
の
交
流
に
は
『
鳩
嶺
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
が
介
在
し
て
い
た
。
そ
の

顕
著
な
例
が
実
時
本
『
斉
民
要
術
』
で
あ
る
。
底
本
は
和
気
種
成
本
で
、種
成
の
漢
詩
も
『
鳩
嶺
集
』

に
あ
る
。
種
成
は
後
嵯
峨
院
の
侍
医
で
、
藤
原
明
範
ら
と
良
清
主
催
の
漢
詩
の
サ
ロ
ン
を
形
成
し
て

い
た
。
実
時
に
よ
る
同
書
の
収
集
は
小
侍
所
別
当
の
職
務
な
ど
と
関
係
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
実
時
が
同
書
の
校
訂
を
『
阿
娑
縛
抄
』
の
作
者
承
澄
や
宗
尊
親
王
正
室
宰
子
の
甥
近
衛
家

基
の
本
で
校
訂
し
て
い
る
点
か
ら
推
察
で
き
る
。『
鳩
嶺
集
』
に
み
え
る
人
脈
は
、『
斉
民
要
術
』
の

伝
来
に
濃
厚
に
み
ら
れ
る
。
後
嵯
峨
院
と
そ
の
子
宗
尊
親
王
を
媒
介
に
形
成
さ
れ
た
公
武
の
安
定
的

関
係
は
、
京
都
・
鎌
倉
で
の
漢
籍
の
伝
授
と
受
容
に
共
通
す
る
人
的
基
盤
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】『
管
見
抄
』、『
鳩
嶺
集
』、
石
清
水
八
幡
宮
、
金
沢
文
庫
、
後
嵯
峨
院

は
じ
め
に

❶『
管
見
抄
』と『
鳩
嶺
集
』の
奥
書
と
問
題
点

❷
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
と
鎌
倉

❸
後
嵯
峨
院
侍
医
和
気
種
成
と
実
時
本『
斉
民
要
術
』

お
わ
り
に

1



は
じ
め
に

　

漢
籍
は
か
つ
て
人
々
の
教
養
の
核
の
一
部
を
な
し
て
い
た
。
本
稿
は
、
北
条
実
時

撰
と
も
さ
れ
る
『
管
見
抄
』（
内
閣
文
庫
・
京
都
智
積
院
所
蔵
）
や
石
清
水
八
幡
宮

の
良
清
（
一
二
五
八
〜
九
九
）
編
『
鳩
嶺
集
』
を
通
し
て
鎌
倉
中
期
の
京
都
・
鎌
倉

で
の
漢
籍
受
容
者
群
を
検
出
し
、
後
嵯
峨
院
政
期
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

検
討
す
る
。『
管
見
抄
』
は
『
白
氏
文
集
』
の
抄
出
本
、『
鳩
嶺
集
』
は
石
清
水
八
幡

宮
に
関
わ
る
表
白
・
漢
詩
を
抄
出
・
編
集
し
た
も
の
で
編
集
・
奉
納
の
態
度
は
白
居

易
を
模
範
と
し
た
。『
管
見
抄
』
は
、
平
岡
武
雄
氏
が
『
白
氏
文
集
』
の
抄
録
本
で

祖
本
は
金
沢
文
庫
本
系
、
書
写
先
の
「
田
中
坊
」
を
鎌
倉
と
推
定
し
）
1
（

、
阿
部
隆
一
氏

は
そ
の
著
者
を
清
原
教
隆
に
傾
倒
し
た
実
時
に
比
定
し
た
）
2
（

。『
管
見
抄
』
の
抄
出
時

期
が
清
原
教
隆
に
よ
る
実
時
へ
の
諸
本
伝
授
の
時
期
と
重
な
る
点
が
そ
の
根
拠
だ
っ

た
。
一
方
、
太
田
次
男
氏
は
著
者
を
実
時
と
す
る
に
は
奥
書
が
長
文
で
他
の
実
時
本

と
違
和
感
が
あ
り
、
著
者
は
教
隆
と
若
干
距
離
の
あ
る
北
条
時
頼
を
あ
げ
た
）
3
（

。
太
田

氏
は
、
そ
の
後
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
白
氏
文
集
』
の
校
勘
書
入
に
み
え
る
「
越
抄
」

の
本
文
が
『
管
見
抄
』
と
極
め
て
近
い
こ
と
か
ら
、「
越
抄
」
を
『
管
見
抄
』
の
別

名
と
し
著
者
を
実
時
（
越
後
守
）
と
し
た
）
4
（

。
こ
の
見
解
は
、
高
橋
秀
栄
氏
が
『
管
見

抄
』
巻
一
〇
の
朱
筆
識
語
の
筆
跡
を
称
名
寺
僧
円
種
に
比
定
し
て
強
化
さ
れ
た
）
5
（

。
そ

れ
で
も
奥
書
か
ら
感
じ
ら
れ
る
違
和
感
は
解
消
さ
れ
ず
、
西
岡
芳
文
氏
は
、
本
文
が

円
種
筆
で
は
な
い
点
か
ら
実
時
撰
と
し
て
も
底
本
は
金
沢
文
庫
本
以
外
に
あ
る
可
能

性
を
指
摘
し
た
）
6
（

。
ま
た
、
近
年
、
宇
都
宮
啓
吾
氏
は
智
積
院
か
ら
内
閣
文
庫
本
と
一

具
に
な
る
『
管
見
抄
』
を
発
見
し
た
）
7
（

。
そ
の
発
見
は
京
都
・
鎌
倉
の
交
流
の
再
検
討

を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
鳩
嶺
集
』
に
は
仁
木
な
つ
み
氏
の
検
討
が
あ
り
、
抄
出
さ
れ
た
詩
二
三
五
句
中

の
五
四
句
が
石
清
水
八
幡
宮
の「
当
社
三
百
詩
」（
一
二
七
〇
〜
一
二
八
九
年
に
興
行
）

か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
、
詩
文
の
作
者
は
良
清
と
同
時
代
人
の
知
己
で
、
上
位
入

集
者
は
平
安
末
期
の
藤
原
俊
憲
や
鎌
倉
初
期
の
藤
原
孝
範
・
菅
原
為
長
を
除
く
と
鎌

倉
中
後
期
の
人
物
で
、
願
文
類
は
良
清
祖
父
の
田
中
宗
清
編
「
宮
寺
縁
事
抄
納
筥
目

録
」
所
収
の
願
文
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
）
8
（

。
藤
原
孝
範
・
菅
原
為
長
の
関
係
者

は
実
時
ら
と
緊
密
で
あ
る
が
、『
鳩
嶺
集
』
に
は
実
時
ら
に
伝
授
し
た
清
原
教
隆
は

み
え
な
い
）
9
（

。
ま
た
、
実
時
書
写
本
『
斉
民
要
術
』
に
は
小
川
僧
正
承
澄
が
介
在
し
た

こ
と
を
平
雅
行
氏
ら
が
指
摘
し
て
い
る
が
）
10
（

、『
斉
民
要
術
』
の
底
本
は
後
嵯
峨
院
の

侍
医
和
気
種
成
の
本
で
あ
り
、
種
成
も
『
鳩
嶺
集
』
に
み
え
る
。
後
嵯
峨
院
と
そ
の

子
の
将
軍
宗
尊
親
王
に
連
な
る
人
脈
が
実
時
書
写
本
に
み
え
る
の
で
あ
り
、
両
者
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
鎌
倉
中
期
の
京
都
・
鎌
倉
で
の
漢
籍
受
容
者
群
の
す
が
た
を
よ

り
明
確
に
で
き
る
と
思
う
。
以
下
、
検
討
し
て
い
こ
う
。

❶『
管
見
抄
』と『
鳩
嶺
集
』の
奥
書
と
問
題
点

　
『
管
見
抄
』
の
識
語
・
奥
書
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）
11
（

。

「（
九
冊
目
）

永
仁
三
年
六
月
十
七
日
未
刻
、
於
関
東
田
中
坊
馳
筆
了
、
於
此
日
、
十
巻
皆
終

篇
功
者
也
、
墨
点
者
無
本
、
仍
不
加
之
也
、
以
他
本
更
可
写
之
耳
、」

「（
十
冊
目
）

本
云
、

管
見
抄
内
此
文
集
処
者
、
自
康
元
之
初
年
初
冬
中
旬
、
至
正
元
之
初
暦
初
冬

上
旬
七
日
、
都
廬
三
年
終
其
功
既
畢
、
或
公
務
之
隙
目
、
想
而
忘
疲
、
或
病

患
之
中
心
、
遊
而
不
怠
、
遂
抄
七
十
巻
合
一
十
巻
、
古
今
之
間
、
緇
素
之
類

抄
出
、
此
集
雖
多
、
其
人
皆
為
春
花
事
抄
出
之
、
為
秋
実
事
不
抄
之
、
於

今
抄
者
、
指
帰
異
之
、
先
抽
治
世
之
要
、
是
依
可
補
私
務
也
、
次
採
斉
物
之

詞
、
是
依
可
養
己
志
也
、
後
拾
風
月
之
章
、
是
依
可
悦
我
目
也
、
毎
披
見
此

集
、
以
可
助
身
上
病
、
毎
握
翫
此
抄
、
以
可
休
世
上
愁
猗
也
、
此
抄
其
徳
惟

多
、抑
此
抄
一
部
十
巻
、誂
清
直
講
終
朱
墨
点
、彼
真
人
累
代
高
才
之
儒
胤
也
、

当
世
絶
倫
之
名
士
也
、
世
之
所
知
也
、
人
之
所
許
也
、
然
則
此
掌
内
珠
為
函

中
宝
、
莫
出
閫
外
而
耳
、

2
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一
交
了
、

永
仁
三　

五　

廿
六
、
於
関
東
田
中
坊
書
之
、」

『
管
見
抄
』
は
永
仁
三
（
一
二
九
五
）
年
に
「
関
東
田
中
坊
」
で
書
写
さ
れ
た
。
作

者
は
、
康
元
元
（
一
二
五
六
）
年
一
〇
月
か
ら
正
元
元
（
一
二
五
九
）
年
一
一
月
の

三
年
間
、「
公
務
」
を
ぬ
っ
て
『
白
氏
文
集
』
を
抄
出
し
た
。
そ
の
間
、
本
人
は
「
病

患
之
中
心
」
に
あ
っ
た
。
編
集
態
度
は
「
治
世
之
要
」
と
な
る
要
文
を
抄
出
す
る
こ

と
に
あ
り
、「
清
直
講
」（
清
原
教
隆
に
比
定
）
に
朱
墨
点
を
付
し
て
も
ら
っ
た
と
い

う
）
12
（

。
作
者
が
鎌
倉
の
要
人
と
い
う
点
は
動
か
な
い
。
そ
こ
で
、
当
該
期
に
病
気
で
苦

し
ん
だ
人
物
を
み
る
と
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
人
物
が
み
え
る
。

〔
宗
尊
親
王
〕
将
軍
家
（「
御
悩
」「
赤
班
瘡
」「
赤
痢
病
」、康
元
元
年
七
月
二
〇
日
・

八
月
二
四
日
・
九
月
一
日
、
文
応
元
年
八
月
七
日
）、

〔
時
頼
〕
奥
州
禅
門
（「
奥
州
禅
門
違
例
」、
弘
長
元
年
五
月
一
六
日
）、
奥
州
禅
門

息
女
宇
都
宮
七
郎
経
綱
妻
卒
去
（「
去
々
比
流
産
、
其
後
煩
赤
痢
病
」、
康
元

元
年
六
月
二
九
日
）、

〔
北
条
政
村
〕
相
州
（「
赤
班
瘡
」、
康
元
元
年
九
月
一
五
日
、「
赤
痢
病
」、
康
元

元
年
一
一
月
二
二
日
）、

〔
北
条
長
時
〕
武
州
（「
武
州
長
時
頓
病
辛
苦
」、
文
応
元
年
一
二
月
一
六
日
）、
六

波
羅
大
夫
将
監
長
時
朝
臣
室（「
重
病
」、康
元
元
年
七
月
六
日
）、武
州
室（「
所

労
減
気
」、
康
元
元
年
八
月
九
日
）、
武
蔵
国
司
子
息
宮
王
（「
聊
病
患
」、
正

嘉
元
年
一
一
月
一
二
日
）、

〔
北
条
実
時
〕
越
後
守
室
（「
赤
班
瘡
」、
康
元
元
年
九
月
二
八
日
、「
妻
室
病
悩
」、

文
応
元
年
三
月
二
一
日
）、

〔
そ
の
他
〕
民
部
大
夫
康
連
（「
病
痾
危
急
」、
康
元
元
年
九
月
三
〇
日
）、
伊
勢
次

郎
左
衛
門
尉
（「
所
労
」、
康
元
元
年
正
月
一
〇
日
）、
武
州
前
刺
史
禅
室
後

室
禅
尼
（「
依
不
食
所
労
、
逝
去
」、
康
元
元
年
四
月
一
〇
日
）、

赤
痢
等
が
流
行
し
、
長
時
・
時
頼
は
自
身
も
病
気
。
実
時
は
妻
が
病
気
だ
が
本
人

は
軽
微
な
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
長
時
は
「
頓
病
辛
苦
」
と
深
刻
の
よ
う
だ
。

長
時
は
重
時
の
子
で
重
時
か
ら
「
六
波
羅
殿
御
家
訓
」
を
与
え
ら
れ
た
。
康
元
元

（
一
二
五
六
）
年
三
月
に
六
波
羅
探
題
か
ら
鎌
倉
に
帰
る
と
評
定
衆
、
一
一
月
に
は

執
権
と
な
っ
た
）
13
（

。
越
後
守
の
官
歴
は
な
い
が
考
慮
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。

　

田
中
坊
に
つ
い
て
は
、
①
田
中
光
泉
寺
、
②
『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
中
の
「
田
中
」

と
の
関
係
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
①
は
西
岡
氏
が
指
摘
し
た
も
の
で
、『
白
氏
文
集
』

の
光
泉
寺
切
に
つ
い
て
古
筆
了
伴
『
古
筆
名
切
書
上
』
に
「
最
明
寺
時
頼
朝
臣
光
泉

寺
切
ハ
（
中
略
）
関
東
田
中
光
泉
寺
伝
来
ニ
テ
、中
ニ
金
沢
文
庫
ノ
印
二
ツ
有
之
候
」

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
）
14
（

。
②
は
太
田
氏
の
指
摘
で
、
金
沢
貞
顕
宛
て
釼
阿
書
状
に
「
此

梨
花
、
田
中
に
候
木
に
候
を
、
所
望
申
候
て
、
態
令
進
之
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る

（『
金
沢
文
庫
古
文
書
』一
一
五
九
）。
釼
阿
は
田
中
に
あ
っ
た
梨
の
花
を
貞
顕
に
贈
っ

た
。
こ
の
ほ
か
田
中
に
は
、
釼
阿
宛
て
貞
顕
書
状
に
「
故
長
井
武（貞
秀
）庫

之
十
三
年
、
当

今
年
候
哉
、
三
月
に
て
候
し
と
覚
候
、
何
日
に
て
候
し
や
ら
ん
、
委
細
可
承
候
、
若

御
覚
悟
候
は
す
は
、
田
中
殿
な
と
に
、
内
々
被
尋
申
候
て
、
可
承
候
、
中
書
仏
事
は

何
処
に
て
せ
ら
れ
候
哉
ら
ん
、
又
前
々
進
入
候
心
経
百
巻
令
進
」
と
田
中
殿
が
み
え

る
（『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
二
二
三
）。
貞
顕
は
長
井
貞
秀
の
十
三
回
忌
供
養
を
称
名

寺
の
釼
阿
に
依
頼
し
て
お
り
、
田
中
殿
は
貞
顕
・
釼
阿
と
親
し
い
長
井
氏
所
縁
の
人

物
だ
っ
た
）
15
（

。「
田
中
」
が
金
沢
氏
・
称
名
寺
と
関
係
深
い
こ
と
は
動
か
な
い
が
、
別

の
視
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
だ
ろ
う
。

　

注
目
す
る
の
は
、「
関
東
田
中
坊
」
の
よ
う
に
寺
坊
に
「
関
東
」
を
つ
け
た
表
現

で
あ
る
。『
諸
尊
法
目
録
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
（『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
識

語
一
三
一
二
、
傍
線
は
筆
者
）。

弘
安
八
年
二
月
九
日
、
奉
授
悉
上
乗
院
宮
了
、

法
務
頼
助　

嘉
元
二
年
四
月
六
日
、
於
関
東
佐
々
目
坊
、
悉
奉
授
于
宮
了
、

僧
正
益
助　

延
慶
三
年
六
月
十
六
日
、
於
関
東
犬
懸
坊
、
悉
奉
授
明
忍
上
人
了
、僧

正
益
性　

3
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元
亨
四
年
六
月
廿
七
日
、
於
武
州
六
浦
庄
金
沢
称
名
寺
、
以
下
川
原
宮
秘
决
、

授
湛
睿
大
法
師
了
、

沙
門
釼
阿　

『
諸
尊
法
目
録
』
は
頼
助
か
ら
益
助
・
益
性
・
釼
阿
・
湛
睿
へ
と
伝
授
さ
れ
た
。
頼

助
は
北
条
経
時
の
子
で
佐
々
目
遺
身
院
住
、
益
助
は
順
徳
天
皇
の
孫
で
下
河
原
門
跡

を
継
承
し
た
。
益
性
は
亀
山
院
の
皇
子
。
釼
阿
は
称
名
寺
長
老
。『
血
脈
類
集
記
』

に
よ
れ
ば
、
益
性
は
嘉
元
二
（
一
三
〇
四
）
年
に
「
関
東
遺
身
院
別
荘
」
で
元
瑜
に

西
院
流
を
伝
授
し
て
い
る
）
16
（

。「
関
東
遺
身
院
別
荘
」
が
右
の
「
関
東
佐
々
目
坊
」
で

あ
る
）
17
（

。
仁
和
寺
西
院
流
の
伝
法
関
係
を
詳
細
に
記
し
た
『
西
院
流
伝
法
灌
頂
相
承
血

脈
鈔
』
を
み
る
と
、「
関
東
」
を
記
す
例
は
建
治
三
（
一
二
七
七
）
年
に
能
禅
が
公

寛
に
伝
授
し
た
際
の
「
関
東
佐
々
目
谷
」
に
限
ら
れ
る
）
18
（

。
遺
身
院
は
特
別
な
場
だ
っ

た
）
19
（

。
特
に
「
別
荘
」
と
さ
れ
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。「
関
東
犬
懸
坊
」
も
寛
元
三

（
一
二
四
五
）
年
三
月
一
六
日
に
将
軍
藤
原
頼
経
が
二
所
参
詣
に
あ
た
っ
て
訪
れ
た

際
、「
日
光
別
当
犬
懸
谷
坊
」
と
み
え
る
（『
吾
妻
鏡
』）。
犬
懸
坊
も
日
光
山
別
当
の

鎌
倉
別
荘
だ
っ
た
）
20
（

。
京
都
伝
来
の
聖
教
に
も
「
関
東
」
を
付
す
例
が
あ
り
、『
悉
曇

私
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
（『
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
目
録
』、
傍
線
は
筆

者
）。弘

安
八
年
乙

酉

八
月
十
六
日
、
於
関
東
大
御
堂
辺
、
値
見
澄
春
小
河
殿
坊
人

卿
律
師　

　

写
本
之
処

奥
書
云
、

建
治
元
年
六
月
十
九
日
、
於
小
河
御
坊
、
以
右
本
、
書
写
了
、
是
則
明
了
房
之

私
抄
也
、
大
切
事
有
之
間
、
自
御
所
下
給
写
之
畢
、
右
言
高
徳
者
此
小
河
殿
御

事
歟
、　　

澄
春
云

　

々
、

大
御
堂
は
頼
朝
が
父
義
朝
の
供
養
に
建
立
し
た
勝
長
寿
院
の
別
称
で
）
21
（

、
勝
長
寿
院
別

当
は
鶴
岡
八
幡
宮
の
別
当
が
兼
務
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
）
22
（

。
京
都
僧
の
下
向
が
あ
っ
て

「
関
東
」
が
使
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
右
の
小
河
坊
に
関
連
す
る
素
材
に
は
尊
澄
に

つ
い
て
『
阿
娑
縛
抄
』
の
次
の
識
語
が
あ
る
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
三
五
巻
二
七
頁
、

傍
線
は
筆
者
）。

本
云
、

建
長
三
年
十
月
廿
四
日
、
於
小
河
草
了
、

同
五
年
三
月
三
日
、
於
関
東
大
蔵
谷
書
了
、

尊
澄
は
鎌
倉
の
要
人
と
親
近
で
）
23
（

、
鎌
倉
に
滞
在
し
て
著
作
活
動
に
は
げ
ん
だ
）
24
（

。
大

蔵
の
こ
と
は
、『
阿
娑
縛
抄
』
馬
頭
巻
に
「
同（建
長
）五

年
八
月
十
二
日
、
於
大
蔵
別
荘
書

了
」
と
あ
り
、
小
河
坊
の
鎌
倉
別
荘
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』

三
八
巻
一
三
二
三
頁
）。
大
蔵
に
関
し
て
は
同
所
に
あ
っ
た
大
門
寺
に
も
「
関
東
」

を
付
し
た
例
が
あ
り
、『
請
書
領
状
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
（『
金
沢
文
庫
古

文
書
』
識
語
一
三
二
、
傍
線
は
筆
者
）。

写
本
云
、

建
長
七
年
六
月
下
旬
比
、
以
北
院
御
室
御
自
筆
本
書
写
了
、

定
心　

文
永
二
年
三
月
十
八
日
、
於
関
東
大
門
寺
書
写
了
、

已
灌
頂
権
律
師
定
融　

高
橋
慎
一
朗
氏
に
よ
れ
ば
、
大
門
寺
は
大
倉
幕
府
が
お
か
れ
た
一
角
の
鎌
倉
市
西
御

門
字
大
門
付
近
に
あ
っ
た
寺
院
で
、
六
波
羅
探
題
と
関
係
深
い
御
家
人
後
藤
氏
一
族

の
僧
が
多
く
止
住
し
、
醍
醐
寺
の
実
賢
等
も
住
し
た
寺
院
だ
っ
た
）
25
（

。
遺
身
院
は
京
都

下
河
原
門
跡
、犬
懸
坊
は
日
光
山
別
当
、大
蔵
は
小
河
坊
の
鎌
倉
住
坊
の
性
格
を
も
っ

て
い
た
。
大
門
寺
も
こ
れ
に
準
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。「
関
東
」
の
使
用
例
は
鎌
倉
外

の
育
ち
の
人
が
鎌
倉
の
別
荘
・
住
坊
で
活
動
し
て
い
る
時
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
関

東
田
中
坊
」
も
そ
の
一
例
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
に
『
鳩
嶺
集
』
を
み
よ
う
。『
鳩
嶺
集
』
は
、
永
仁
三
（
一
二
九
五
）
年
、
石

清
水
八
幡
宮
の
良
清
が
同
社
の
願
文
・
詩
文
か
ら
要
文
を
抄
録
・
編
集
し
た
も
の
で
、

平
安
中
期
の
大
江
朝
綱
か
ら
鎌
倉
後
期
の
良
清
ま
で
約
一
三
〇
人
分
を
収
録
し
て
い

る
）
26
（

。
序
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（『
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』
五
）。

帝
城
之
坤
、
男
山
之
麓
、
有
一
夏
臈
、
聚
以
周
詩
、
所
仰
者
瑞
籬
之
照
鑒
也
、

約
春

秋
嘗
於
春
秋
、
所
憑
者
鏡
谷
之
感
応
也
、
致
朝
祈
暮
賽
於
朝
暮
、
神
睠

4
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之
稟
余
慶
、
誠
是
類
祖
之
芳
績
也
、
綱
位
之
昇
清
班
、
豈
非
明
時
之
嘉
猷
乎
、

毎
憶
冥
徳
之
掲
焉
、
弥
凝
如
在
之
潔
信
、
内
雖
儼
蘋
蘩
蘊
藻
之
祭
奠
、
外
只
染

煙
霞
風
月
之
興
味
、
是
以
、
諷
詠
之
人
以
之
為
形
言
之
媒
、
文
章
之
家
以
之
為

悦
目
之
玩
、因
茲
、忝
奉
始　

仙
洞
之
御
製
、遍
聚
於
神
林
之
嘉
什
、不
論
親
疎
、

不
謂
尊
卑
、
不
弃
長
句
短
句
、
不
漏
五
言
七
言
、
拾
其
麗
章
綜
緝
之
、
課
此
短

慮
編
次
之
、
雖
恥イ
浅
見
寡
聞
之
庸
材
、
不
堪
神
明
法
楽
之
懇
棘
、
只
由
句
以
採

人
、
不
由
人
以
採
句
、
譬
猶
求
美
玉
於
砂
石
之
山
、
芟
凡
草
於
蘭
室
之
苑
、
匪

啻
翫
詩
上
之
文
華
、
宜
伝
于
向
後
之
末
葉
、
昔
白
太
保
之
帰
仏
乗
也
、
納
篇
什

於ロ
香
山
之
石
楼
、
今
朱
愚
僧
之
仕
神
道
也
、
賁
詩
句
於

祠
之
廟
壇
也
、
彼
者

為
飜
世
俗
文
字
之
業
也
、
此
者
為
結ハ
和
光
同
塵
之
御
結
縁
也
、
古
今
雖
異
、
旨

帰
足
比
、
于
時
鳳
暦
永
仁
三
歳
之

聖
代
、
鶯
節
芳
菲
二
月
之
麗
辰
、
石
清
水
八
幡
宮
権
別
当
法
印
大
和
尚
位
良
清

聊
以
序
之
、

裏
書
を
み
る
と
、
イ
に
「
史
記
曰
、
難（雖
カ
）浅

見
寡
聞
之
者
道
」、
ロ
に
「
白
居
易
以
文

集
納
香
山
事
」、
ハ
に
「
御
託
宣
、
和
光
同
塵
結
縁
初
」
と
あ
り
、
白
居
易
等
の
漢

文
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
編
集
の
趣
旨
は
、
詩
文
の
選
択
に
は
院
以
下
の
作
者
を

八
幡
宮
と
の
親
疎
や
身
分
の
尊
卑
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
収
め
た
こ
と
、
文
集
を
八

幡
宮
に
さ
さ
げ
る
行
為
は
白
居
易
が
香
山
寺
に
自
身
の
詩
文
集
を
さ
さ
げ
た
こ
と
に

な
ぞ
ら
え
た
と
あ
る
。『
鳩
嶺
集
』
に
は
時
頼
・
実
時
周
辺
の
人
物
の
願
文
類
が
み

え
る
。
鎌
倉
関
係
者
の
文
章
の
出
典
・
作
者
・
頻
度
（「
鳩
注
」
は
『
鳩
嶺
集
』
の

注
記
）
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

①
平
時
頼
大
般
若
供
養
願
文〔
作
者
可
尋
、大
蔵
卿
菅
原
朝
臣「
為
長
卿
」〕（
2
、〔
鳩

注
〕
時
頼
「
関
東
相
模
入
道
」）

②
平
義
宗
一
切
経
供
養
願
文
〔
式
部
大
輔
藤
原
朝
臣
「
茂
範
卿
」〕（〔
鳩
注
〕
平

義
宗
「
関
東
駿
川
守
」）

③
源
義
氏
朝
臣
大
般
若
経
供
養
願
文
〔
作
者
可
尋
〕（〔
鳩
注
〕
義
氏
「
関
東
足
利
」）

④
大
江
泰
秀
大
般
若
供
養
願
文
〔
大
蔵
卿
菅
原
朝
臣
「
為
長
卿
」〕（
2
、〔
鳩
注
〕

大
江
泰
秀
「
関
東
長
井
」）

⑤
平
盛
綱
経
供
養
願
文
〔
式
部
大
輔
藤
原
朝
臣
「
経
範
卿
」〕（〔
鳩
注
〕
盛
綱
「
関

東
平
左
衛
門
尉
」）

⑥
明
忍
法
師
大
般
若
供
養
願
文
〔
大
蔵
卿
菅
原
朝
臣
「
為
長
卿
」〕（
2
）

平
時
頼
は
北
条
時
頼（
一
二
二
七
〜
六
三
）で
執
権
。平
義
宗
は
北
条
義
宗（
一
二
五
三

〜
七
七
）
で
執
権
長
時
の
子
、
六
波
羅
探
題
。
源
義
氏
は
足
利
義
氏
（
一
一
八
九

〜
一
二
五
四
）。
大
江
泰
秀
は
長
井
泰
秀
で
評
定
衆
。
平
盛
綱
は
侍
所
所
司
で
北
条

氏
家
令
、
一
二
五
〇
年
以
前
の
死
去
と
さ
れ
る
）
27
（

。
明
忍
法
師
は
称
名
寺
長
老
釼
阿

（
一
二
六
一
〜
一
三
三
八
）
も
「
明
忍
房
」
だ
が
、
同
一
人
物
か
は
不
明
。
今
後
の

検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
念
の
た
め
あ
げ
て
お
い
た
。『
徒
然
草
』
に
は
時
頼
が
鶴

岡
八
幡
宮
の
社
参
の
お
り
に
義
氏
邸
を
個
人
的
に
尋
ね
た
こ
と
が
み
え
（『
徒
然
草
』

二
一
六
段
）、
彼
ら
の
人
間
関
係
は
緊
密
な
も
の
だ
っ
た
。

　

次
に
右
の
願
文
の
作
者
を
み
よ
う
。
菅
原
為
長
は
北
条
政
子
に「
仮
名
貞
観
政
要
」

を
伝
授
し
た
よ
う
に
鎌
倉
と
関
係
が
深
く
）
28
（

、
為
長
の
孫
観
証
は
実
時
の
後
見
だ
っ
た

（『
関
東
往
還
記
』）。
藤
原
経
範
は
後
嵯
峨
院
の
侍
読
、
経
範
の
子
茂
範
は
将
軍
宗
尊

親
王
の
侍
読
だ
っ
た
）
29
（

。
こ
う
し
た
背
景
も
あ
ろ
う
か
、
金
沢
称
名
寺
伝
来
の
『
明
儒

願
文
集
』（
湛
睿
手
沢
本
）
は
日
野
資
実
と
菅
原
為
長
の
作
成
し
た
願
文
で
あ
る
）
30
（

。

　

石
清
水
八
幡
宮
と
鎌
倉
は
律
僧
を
媒
介
に
し
て
の
交
流
も
深
い
。
石
清
水
八
幡
宮

の
律
院
善
法
寺
の
こ
と
は
称
名
寺
伝
来
『
憲
芥
抄
』
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
（
神

奈
川
県
史
一
八
三
四
）。

本
云
、

永（文
カ
）永

七
年
九
月
四
日
、
於
善
法
寺
無
常
院
、
奉
伝
授
之
了
、
鎌
倉
下
向
故
、
由

慇
懃
所
望
、
感
得
此
大
事
了
、　

　
　
　
　

金
剛
仏
子
証
円
生
年

廿
二

正
応
六
年
春
比
、
此
書
伝
写
之
了
、　

　
　
　
　
　

円
智
生
年　

五
十
九

応
長
元
年
九
月
廿
七
日
、
於
多
宝
寺
、
以
円
智
御
本
書
了
、

文
永
七
（
一
二
七
〇
）
年
、
証
円
は
善
法
寺
無
常
院
で
伝
授
さ
れ
た
聖
教
を
鎌
倉
下

向
に
際
し
て
持
参
し
た
。
そ
の
後
、
正
応
六
（
一
二
九
三
）
年
に
円
智
が
こ
れ
を
書

5
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写
し
、
応
長
元
（
一
三
一
一
）
年
に
多
宝
寺
で
書
写
さ
れ
た
。
扇
谷
の
多
宝
寺
は
極

楽
寺
長
老
と
な
る
忍
性
・
順
忍
が
住
持
し
た
寺
院
だ
っ
た
）
31
（

。
こ
の
他
、
称
名
寺
長
老

釼
阿
の
『
宝
寿
抄
』
巻
一
〇
の
識
語
に
も
石
清
水
八
幡
宮
と
の
関
係
が
み
え
る
）
32
（

。

①
広
沢
灌
頂　

永
仁
三
年
三
月
廿
八
日
、
八
幡
志
水
唯
心
上
人
忌
日
、
広
沢
許
可
、

同
廿
一
日
、
大
師
御
影
供
、
三
宝
院
許
可
、

②
四
月
三
日
マ
テ
灌
頂
伝
授
畢
、

『
宝
寿
抄
』
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
志
水
に
住
し
た
唯
心
か
ら
禅
意
・
真
源
へ
と
伝

授
さ
れ
た
事
相
書
で
あ
る
。
唯
心
は『
鳩
嶺
集
』に
二
件
検
出
で
き
、そ
の
裏
書
に「
境

内
住
志
水
辺
、
真
言
宗
」
と
あ
る
）
33
（

。
唯
心
の
教
学
は
関
東
に
広
が
っ
て
い
て
、
釼
阿

ら
は
そ
の
法
を
継
承
し
て
い
た
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、「
関
東
田
中
坊
」
は
鎌
倉
外
の
寺
院
等
の
鎌
倉
別
荘
の
可
能

性
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、『
鳩
嶺
集
』
収
録
願
文
・
表
白
の
作
者
・
願

主
に
は
時
頼
等
と
親
近
な
人
物
が
み
ら
れ
、
彼
ら
は
『
管
見
抄
』
の
作
者
や
周
辺
の

人
び
と
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、「
関

東
田
中
坊
」
は
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
の
関
東
住
坊
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

❷
石
清
水
八
幡
宮
田
中
家
と
鎌
倉

　

石
清
水
八
幡
宮
別
当
宗
清
が
六
波
羅
探
題
北
条
重
時
と
親
密
だ
っ
た
こ
と
は
、
黒

田
俊
雄
氏
が
山
城
国
薪
荘
の
紛
争
解
決
を
述
べ
る
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
）
34
（

。
嘉
禎
二

（
一
二
三
六
）
年
正
月
一
二
日
、
宗
清
が
重
時
と
面
談
し
た
際
の
記
録
に
は
、「
出
京
、

先
向
六
波
羅
駿（
北
条
重
時
）

河
国
司
許
、
対
面
、
談
種
々
之
子
細
、
日
高
成
間
、
不
向
於（北
条
時
盛
）

亮
亭
、

以
後
藤
治
兵
衛
尉
、
忩
参
殿
下
候
間
、
不
参
之
由
、
可
申
旨
示
遣
訖
」
と
あ
り
、
探

題
南
方
時
盛
と
の
予
定
を
つ
ぶ
し
て
ま
で
対
談
を
行
な
っ
て
い
る
（『
大
日
本
古
文

書
』
石
清
水
文
書
一
、九
四
頁
）。
ま
た
、『
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
系
図
』
に
は
宗
清

の
子
教
清
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（『
続
群
書
類
従
』
七
上
）。

教
清
始
亮
ー
、
後
改
教
ー
、

母
同
、
法
眼
、
法
印
、
文
暦
二
年
八
月
十
四
日
補
修
理
別
当
、
嘉
禎
三
年
四

月
廿
五
日
、
転
権
別
当
、
宝
治
二
年
、
被
召
下
関
東
、
被
配
国
、
異
本
、
権
上

座
、寺
少
別
当
、
修
理
□
□
、
箱
根
検
校
、
出
家
七
歳
、
貞
応
元
年
十
一
月
八
日
、

天
台
受
戒
、
異
本
、
放
生
大
会
之
日
、
於
常
磐
鷹
逍
遙
、
鳩
ヲ

テ
、
第
三
神

輿
落
懸
ル
、
依
此
科
、
関
東
ヘ
被
召
下
之
、
被
囚
閉
、
折
節
焼
失
、
公
武
騒
動
、

大
唱
立
、
乗
輿
、
走
者
之
馳
違
砌
、
件
教
清
令
馬
飛
、
被
蕩
此
儀
、
暫
許
容

之
云
々
、
又
依
悪
行
更
発
、
終
夭
亡
、
異
本
、
号
悪
権
別
当
、

教
清
の
初
名
は
亮
清
、
兄
弟
の
章
清
・
行
清
と
同
じ
く
母
は
祐
清
の
女
だ
っ
た
（『
石

清
水
八
幡
宮
祠
官
系
図
』）。
そ
の
経
歴
は
、文
暦
二
（
一
二
三
五
）
年
に
修
理
別
当
、

嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
に
権
別
当
と
順
当
だ
っ
た
が
、
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年

に
関
東
に
追
放
さ
れ
、さ
ら
に
所
管
の
国
に
流
さ
れ
た
と
あ
る
。
右
の
経
歴
の
う
ち
、

嘉
禎
三
年
四
月
の
権
別
当
就
任
に
関
連
す
る
も
の
に
は
、
翌
五
月
に
作
成
さ
れ
た
①

検
校
宗
清
処
分
状
（
前
欠
）（
石
清
水
文
書
、
鎌
倉
遺
文
五
一
四
〇
）
と
②
検
校
宗

清
袖
判
譲
状
が
あ
る
（
石
清
水
文
書
、
鎌
倉
遺
文
五
一
四
二
）。
①
は
兄
弟
子
息
や

女
房
へ
の
所
領
配
分
で
、
文
中
に
は
「
一　

女
房
分
教
清
・
行

清
等
母

／　

山
本
庄
於
勅
事
院
事
、
元

期
之
後
、
可
付
本

可
勤
之
、一

所
教
清
、

」
と
あ
っ
て
、
教
清
と
行
清
は
同
母
兄
弟
で
、
一
期
の
後
は
教
清
に
付
け

る
と
あ
る
。
教
清
は
嫡
子
の
は
ず
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
宗
清
は
「
但
教

清
成
人
以
前
、
可
継
跡
之
子
息
未
出
来
之
間
、
若
有
不
慮
事
者
、
行
清
如
教
清
併
可

惣
領
之
、
行
清
又
成
人
之
以
前
、
可
継
跡
之
子
息
未
出
来
之
間
、
若
有
不
慮
事
者
、

教
清
如
行
清
可
領
知
之
、
凡
教
清
与
行
清
成
一
味
同
心
之
思
、
或
世
間
、
或
所
領
、

付
諸
事
無
向
背
之
儀
、
可
致
和
与
沙
汰
」
と
言
い
置
い
て
い
る
。
教
清
が
成
人
す
る

ま
で
の
間
は
、
行
清
が
惣
領
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
②
は
宗

清
が
行
清
に
与
え
た
笛
な
ど
の
目
録
か
ら
な
る
。
宗
清
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
由
緒

を
ま
と
め
た
『
宮
寺
縁
事
抄
』
に
つ
い
て
「
権
別
当
借
之
時
者
早
可
借
之
、
本
日
記

者
譲
渡
権
別
当
畢
、
修
理
別
当
借
之
時
者
同
可
借
之
、
相
互
莫
借
之
而
已
」
と
記
し

て
い
る
。『
宮
寺
縁
事
抄
』
は
教
清
に
譲
渡
し
た
が
、
お
互
い
に
貸
借
す
る
よ
う
言

い
含
め
て
い
る
。
行
清
の
子
が
先
述
し
た
良
清
で
あ
る
。
宗
清
は
教
清
を
嫡
子
と
し

6
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つ
つ
、
行
清
も
同
格
に
近
い
立
場
を
与
え
て
い
た
。

　

教
清
の
処
分
は
、
宝
治
三
（
一
二
四
九
）
年
三
月
の
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
に
み
え
る）35
（

（
尊
経
閣
文
庫
古
蹟
文
徴
、
鎌
倉
遺
文
七
〇
四
四
）。

故
宗
清
法
印
所
帯
雖
譲
教
清
法
印
、
惣
処
分
状
載
将
来
之
子
細
歟
、
而
今
教
清

依
悪
行
、
被
処
于
罪
科
之
間
、
筥
崎
宮
事
、
改
彼
執
務
、
已
被
補
検
校
了
、
自

余
之
所
領
等
、
且
任
先
師
之
遺
状
、
同
可
被
領
掌
者
、

院
宣
如
此
、
仍
以
執
達
如
件
、

　
　

宝
治
三
年
二
月
一
日　
　
　
　
　

権
中
納
言
藤
（
花（定
嗣
）押

）

　
　
　

田
中
権（
行
清
）

別
当
法
印
御
房

宗
清
は
教
清
に
所
領
を
譲
渡
し
た
が
、
教
清
の
「
悪
行
」
が
発
覚
し
た
た
め
に
箱
崎

宮
検
校
の
職
を
解
い
た
。
そ
の
職
に
は
、
宝
治
三
年
正
月
一
九
日
に
行
清
が
補
任
さ

れ
て
お
り
、
右
の
記
述
と
合
致
し
て
い
る
（『
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
系
図
』、『
続
群

書
類
従
』
七
上
）。
教
清
追
放
に
関
わ
る
内
容
は
系
図
で
は
二
つ
の
事
件
が
関
係
し

よ
う
か
。
一
つ
め
は
、
放
生
会
の
日
に
鷹
が
あ
ら
わ
れ
て
鳩
を
襲
い
鳩
が
第
三
の
神

輿
に
落
ち
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
の
罪
で
、
教
清
は
鎌
倉
に
召
し
下
さ
れ
幽
閉

さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、こ
の
事
件
で
は
、建
物
が
焼
失
し
て「
公
武
」の
騒
動
と
な
っ

た
際
、
教
清
は
馬
を
と
ば
し
て
か
け
つ
け
て
許
さ
れ
た
と
も
い
う
。
二
つ
め
は
「
悪

行
」
の
た
め
に
「
夭
亡
」
し
た
と
い
う
。
一
つ
め
の
事
件
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
放

生
会
が
国
家
の
直
接
運
営
だ
っ
た
た
め
、
行
事
で
の
失
態
を
と
が
め
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
）
36
（

。
二
つ
め
の
「
悪
行
」
の
内
容
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が

処
分
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

　

宗
清
の
処
分
が
あ
っ
た
嘉
禎
三
年
か
ら
教
清
が
追
放
さ
れ
る
宝
治
三
年
に
い
た
る

こ
の
時
期
、
別
当
は
壇
棟
清
・
善
法
寺
宝
清
・
竹
耀
清
・
善
法
寺
宮
清
と
移
り
、
宮

清
の
後
は
行
清
が
継
承
す
る
（『
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
系
図
』、『
続
群
書
類
従
』
七

上
）。
右
の
事
情
か
ら
、
黒
田
氏
は
石
清
水
八
幡
宮
は
門
閥
の
集
合
体
で
、
宗
清
か

ら
行
清
ま
で
の
期
間
の
別
当
は
田
中
家
で
は
な
く
高
野
検
校
成
清
系
だ
っ
た
と
し
）
37
（

、

伊
藤
清
郎
氏
は
鎌
倉
期
初
頭
に
は
田
中
・
善
法
寺
両
家
か
ら
別
当
を
選
補
す
る
体
制

が
確
立
し
て
い
た
と
さ
れ
た
）
38
（

。
田
中
行
清
の
別
当
就
任
は
社
内
で
の
田
中
家
の
巻
き

返
し
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、教
清
の
処
分
に
は
幕
府
・
朝
廷
に
共
通
し
た
問
題
が
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ
、
田
中
家
領
周
防
国
得
善
保
の
伝
領
問
題
が
関
わ
ろ
う
か
。『
葉
黄

記
』
寛
元
五
（
一
二
四
七
）
年
正
月
二
六
日
条
に
み
え
る
公
卿
定
文
に
は
、
議
題
の

一
つ
に「
一
、八
幡
権
別
当
教
清
与
右
衛
門
尉
盛
範
相
論
周
防
国
得
善
保
事
」と
あ
り
、

教
清
と
盛
範
の
相
論
を
国
司
に
聞
く
こ
と
と
し
た（
鎌
倉
遺
文
六
七
九
五
）。そ
の
後
、

建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
八
月
の
関
東
御
教
書
で
得
善
保
地
頭
職
を
別
当
行
清
に
引

き
渡
す
こ
と
と
し
（
鎌
倉
遺
文
七
二
二
八
八
）、
同
年
一
一
月
の
後
嵯
峨
上
皇
院
宣

で
国
司
の
妨
害
を
排
除
す
る
こ
と
を
認
め
た
（
鎌
倉
遺
文
七
二
四
二
）。
教
清
は
こ

の
相
論
で
処
分
さ
れ
、
幕
府
と
後
嵯
峨
院
が
連
携
し
て
問
題
を
解
決
し
た
。

　

当
時
、
将
軍
に
は
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年
に
六
歳
の
藤
原
頼
嗣
が
つ
き
、
執
権

に
は
同
四
年
に
時
頼
が
つ
い
た
。
頼
嗣
の
父
頼
経
は
大
殿
と
し
て
地
位
を
確
保
し
て

い
た
。
時
頼
は
、
同
四
年
に
名
越
光
時
ら
を
伊
豆
に
流
し
、
翌
宝
治
元
（
一
二
四
七
）

年
の
宝
治
合
戦
で
三
浦
泰
村
ら
を
排
除
し
、
頼
経
の
勢
力
を
そ
い
だ
。
地
位
を
安
定

さ
せ
た
時
頼
は
、
建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
二
月
二
六
日
、
頼
嗣
の
文
武
稽
古
の
開

始
を
命
じ
た
。
清
原
教
隆
が
漢
文
の
指
導
役
で
、
御
家
人
の
子
息
で
好
学
の
者
を
頼

嗣
の
側
近
く
に
祗
候
さ
せ
た
。
さ
ら
に
三
月
一
日
に
は
造
閑
院
造
営
の
役
分
担
を
決

め
た
（
以
上
、『
吾
妻
鏡
』）。
幕
府
は
頼
嗣
の
監
視
を
強
化
す
る
一
方
、
朝
廷
と
の

連
携
を
強
化
し
て
い
っ
た
）
39
（

。
頼
経
を
追
放
し
て
皇
族
将
軍
を
迎
え
る
に
い
た
る
幕
府

の
方
向
性
と
、
後
嵯
峨
・
西
園
寺
勢
力
が
北
条
氏
と
結
ん
で
い
く
流
れ
を
確
認
で
き

る
）
40
（

。

　

教
清
の
追
放
と
処
分
は
、
後
嵯
峨
院
政
が
開
始
さ
れ
、
九
条
家
の
勢
力
が
鎌
倉
か

ら
減
退
す
る
時
期
に
お
き
て
い
た
。
石
清
水
八
幡
宮
領
薪
荘
と
春
日
社
領
大
住
荘
の

紛
争
の
経
過
を
み
る
と
、
特
定
の
人
物
と
別
当
田
中
宗
清
ら
と
の
親
密
な
現
象
が
み

え
る
。
嘉
禎
二
（
一
二
三
六
）
年
二
月
二
八
日
の
摂
政
藤
原
道
家
告
文
案
は
別
当
宗

清
が
薪
園
に
使
者
を
派
遣
し
た
際
に
聴
取
し
た
結
果
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
作
者
は

文
章
博
士
藤
原
経
範
（
石
清
水
文
書
、
鎌
倉
遺
文
四
九
三
四
）。
同
年
三
月
二
〇
日

7
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の
法
印
宗
清
告
文
の
文
章
作
成
は
、
作
者
が
同
じ
く
経
範
、
清
書
は
右
京
大
夫
藤
原

行
能
だ
っ
た
（
石
清
水
文
書
、
鎌
倉
遺
文
四
九
四
八
）。
南
家
儒
者
の
藤
原
経
範
と

書
家
の
世
尊
寺
行
能
が
セ
ッ
ト
で
あ
ら
わ
れ
、
石
清
水
八
幡
宮
を
援
護
し
て
い
た
。

行
能
は
寛
喜
四
（
一
二
三
二
）
年
に
宗
清
の
求
め
で
石
清
水
八
幡
宮
の
建
立
・
遷
座

の
縁
起
を
書
い
て
い
る
（『
大
日
本
古
文
書
』
石
清
水
文
書
一
、四
五
他
）。
経
範
の

子
茂
範
は
、
や
が
て
後
嵯
峨
院
の
子
宗
尊
親
王
の
侍
読
と
し
て
鎌
倉
に
下
向
す
る
。

世
尊
寺
行
能
・
経
朝
は
安
達
泰
盛
の
師
匠
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
後
嵯
峨
天
皇
の
擁

立
に
関
与
し
た
安
達
義
景
や
北
条
重
時
・
実
時
ら
関
連
の
人
物
が
影
の
よ
う
に
あ
ら

わ
れ
い
る
。

　

話
題
を
変
え
て
、
当
時
の
京
都
・
鎌
倉
の
人
々
の
漢
文
教
養
の
形
成
の
あ
り
か
た

を
、
田
中
宗
清
と
教
清
・
行
清
の
事
例
と
金
沢
称
名
寺
の
釼
阿
周
辺
の
事
例
と
比
較

し
て
み
よ
う
。『
宮
寺
縁
事
抄
』
紙
背
文
書
に
は
次
の
田
中
宗
清
書
状
・
某
勘
返
状

が
あ
る
（『
大
日
本
古
文
書
』
石
清
水
文
書
一
・
五
九
六
頁
、
鎌
倉
遺
文
四
五
一
六
）。

「
悦
承
候
了
、
夜
陰
必
可
参
入
候
、」

此
間
在
京
候
、
必
々
可
参
入
候
也
、

「
如
此
幼
学
書
、耄
及
病
重
、皆
忘
却
候
、委
□
点
〔　
　

〕
一
本
を
相
具
、可
被
渡
候
、合
点
可
有
□
候
也
、以
上
、」

八
歳
小
法
師
教
清
今
嫡
弟
楽
府
朗
詠
を
可
読
之
由
存
候
、
仍
相
□
（
付
カ
）候

僧
一
人
を
可

召
進
之
由
、
存
候
也
、
令
申
治「入
□
」部殿

給
候
て
、
訓
御
□
（
伝
カ
）授

候
乎
、
随
御
返
事
、

明
日
可
召
進
□（候
）、

恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　

七
月
廿
九
日　

　
　
　
　

宗
清

宗
清
は
少
年
教
清
が
『
楽
府
朗
詠
』
の
学
習
を
は
じ
め
る
の
で
親
し
い
僧
を
教
授
役

に
送
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
。『
楽
府
朗
詠
』を「
幼
学
書
」と
い
い
、点
を
打
っ

た
も
の
を
贈
っ
て
い
た
だ
け
る
と
こ
れ
に
合
点
を
加
え
る
と
返
事
し
て
い
る
）
41
（

。
翌

三
〇
日
の
宗
清
書
状
に
は
「
教
清
ニ
付
候
法
師
、
随
身
楽
府
朗
詠
参
上
候
」
と
早
速

の
配
慮
を
喜
び
、
こ
う
し
た
行
為
は
「
為
思
子
候
之
習
」
と
言
っ
て
い
る
（『
大
日

本
古
文
書
』石
清
水
文
書
一
・
五
九
七
頁
）。教
授
法
は
、も
う
一
通
の
宗
清
書
状
に「
楽

府
朗
詠
事
、
楽
府
ニ
ハ
御
訓
ニ
ハ
朱
ニ
て
御
合
点
可
給
候
、
朗
詠
ハ
只
押
て
記
送
点
也
」

と
あ
る
（『
大
日
本
古
文
書
』
石
清
水
文
書
一
・
五
九
七
頁
）。『
楽
府
』
の
学
習
が
入

門
教
育
だ
っ
た
こ
と
、
教
授
方
法
は
朱
合
点
を
打
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
42
（

。
こ

の
方
法
は
関
東
で
も
よ
く
似
て
い
て
、
弘
安
一
〇
（
一
二
八
七
）
年
こ
ろ
の
千
等
書

状
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
（
金
沢
文
庫
保
管
釈
摩
訶
衍
論
私
消
文
裏
文
書
、
鎌
倉

遺
文
一
六
二
九
七
）。

楽
府
之
料
帋
、
□
相
具
〔　

〕
て
、〔　

〕
字
是
〔　
　
　

〕
者
、
一
不
〔　

　
　
　

〕
以
御
〔　
　
　
　

〕
い
そ
き
被
□
□
ま
し
く
、
猶
々
か
様
に
被
御
心

入
候
之
条
、
返
々
悦
入
〔　

〕
見
参
之
時
□
の
御
本
返
ま
い
ら
さ
せ
給
て
候
や

ら
ん
、
未
其
に
候
ハ
、
時
程
、
可
借
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
〔　

〕　　
　
　
　
　
　

千
等

「（
ウ
ワ
書
）

御
返
事　
　
　
　
　

千
等
（
花
押
）」

千
等
書
状
は
釼
阿
の
『
釈
摩
訶
衍
論
私
消
文
』
紙
背
文
書
で
、
他
の
書
状
も
釼
阿
宛

て
が
多
い
。
本
書
状
も
釼
阿
宛
て
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
千
等
は
「
楽
府
」
の
書
写
を

行
っ
て
い
て
、
釼
阿
へ
借
用
を
申
し
出
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
楽
府
」
は
鎌
倉
で

も
漢
文
の
教
養
形
成
に
使
用
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
。

　

右
に
み
た
事
情
か
ら
、
石
清
水
八
幡
宮
が
後
嵯
峨
院
政
期
に
朝
廷
・
鎌
倉
幕
府
と

密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、京
都
・
鎌
倉
の
漢
文
教
育
は
共
通
の
基
盤
が
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
。

❸
後
嵯
峨
院
侍
医
和
気
種
成
と
実
時
本『
斉
民
要
術
』

　
『
鳩
嶺
集
』
に
み
え
る
漢
詩
等
の
作
者
で
、
実
時
本
と
直
接
に
関
わ
る
の
は
和
気

種
成
で
あ
る
。
種
成
と
石
清
水
八
幡
宮
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
か
ら
う
か
が

え
る
。

　
　
　

早
夏
言
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
三
位
藤
原
朝
臣
明
範
卿

仙
遊
送
日
第
三
洞　

余
興
留
春
花
一
庭

8

国立歴史民俗博物館研究報告
第 175集　2013年 1月



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
気
種
成
朝
臣

紫
蕉
衫
薄
偏
宜
夏　

紅
杏
錦
残
未
忘
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
良
清

林
間
猶
有
鶯
余
弄　

春
後
纔
残
花
一
枝

初
夏
、
良
清
は
藤
原
明
範
・
和
気
種
成
と
と
も
に
石
清
水
八
幡
宮
の
境
内
で
漢
詩
を

詠
む
会
を
催
し
て
い
た
よ
う
だ
。
種
成
の
参
加
し
た
例
は
、「
冬
夜
言
志
」
に
高
階

邦
泰
と
、「
連
句
」
の
「
秋
」
に
良
清
・「
院
御
製
」・
藤
原
基
長
・
藤
原
明
範
・
菅

原
尚
在
・
尊
真
上
人
と
な
ら
ぶ
。「
院
御
製
」
は
後
嵯
峨
院
を
さ
そ
う
。
尊
真
上
人

は
藤
原
基
長
の
子
で
長
弁
の
師
で
あ
る
と
仁
木
氏
が
指
摘
し
て
い
る
）
43
（

。
血
縁
的
に

も
親
近
な
人
々
が
加
わ
っ
て
い
た
。
種
成
は
、『
問
は
ず
語
り
』
に
よ
る
と
文
永
九

（
一
二
七
二
）
年
正
月
末
の
後
嵯
峨
院
の
嵯
峨
御
幸
に
際
し
て
「
み
ち
に
て
ま
ゐ
る

べ
き
御
煎
じ
物
を
、
種
成
・
師
成
二
人
し
て
、
御
前
に
て
御
み
づ
が
め
二
つ
に
、
し

た
た
め
入
れ
て
、
経
任
、
北
面
の
下
ら
ふ
信
友
に
お
ほ
せ
て
持
た
せ
ら
れ
た
る
を
、

内
野
に
て
、
ま
ゐ
ら
せ
む
と
す
る
に
、
二
つ
な
が
ら
露
ば
か
り
も
な
し
」
と
あ
り
、

重
病
の
後
嵯
峨
院
の
行
幸
に
同
道
し
て
お
り
）
44
（

、「
和
気
氏
系
図
」
に
は
「
侍
医
」
と

あ
る
）
45
（

。
こ
の
事
情
か
ら
み
て
、
石
清
水
八
幡
宮
で
の
漢
詩
会
に
参
加
し
た
面
々
は
、

後
嵯
峨
院
の
側
近
く
に
仕
え
た
人
々
だ
ろ
う
。
種
成
と
良
清
と
の
関
係
は
、
後
嵯
峨

院
の
度
々
の
石
清
水
参
詣
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

種
成
は
、
蔵
書
だ
っ
た
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
黄
帝
内
経
』
明
堂
巻
第
一
・
太
素
巻

第
十
九
の
文
永
年
間
の
奥
書
か
ら
、
医
書
を
書
写
・
収
集
す
る
と
と
も
に
家
説
を
伝

授
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
46
（

。
種
成
は
実
時
本
『
斉
民
要
術
』
の
奥
書
に
も
み
え

る
。『
斉
民
要
術
』
は
、
後
魏
（
三
八
六
〜
五
三
四
）
の
賈
思
勰
撰
の
農
書
で
あ
る
）
47
（

。

医
学
書
収
集
の
延
長
上
で
収
書
し
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
へ
の
伝
来
は
古
く
九
世
紀
末

の
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
み
え
、高
山
寺
に
は
宋
版
が
伝
来
し
て
い
る
）
48
（

。
一
方
、

実
時
本
（
現
、
蓬
左
文
庫
所
蔵
）
は
一
〇
巻
で
各
巻
に
奥
書
が
あ
る
（『
神
奈
川
県

史　

資
料
編　

古
代
・
中
世
（
1
）』
七
一
〇
）。
巻
一
の
奥
書
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
実
時
自
筆
部
分
は
「　

」
を
付
し
て
お
い
た）49
（

。

「
書（第
一
巻
）

写
点
校
之
子
細
記
第
十
巻
奥
了
」、

本
云
、

宝
治
二
年
戊申
九
月
十
七
日
、
康
楽
寺
僧
正
譲
賜
之
、

典
薬
権
助
和
気
種
成
在判　

仁
安
元
年
十
月
六
日
、
於
東
坂
本
河
原
口
坊
、
以
唐
摺
本
書
写
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
校
了
、

　
　
　
　
　

同
七
日
、
又
校
了
、

「
建
治
二
年
正
月
十
五
日
、
以
近
衛
羽
林
借
賜
之
摺
本
校
合
了
、」

冒
頭
に
「
書
写
の
事
情
は
第
一
〇
巻
の
奥
に
あ
る
」
と
記
す
。
こ
の
こ
と
は
第
四
巻

に
も
み
え
る
が
、
初
巻
と
最
後
の
巻
に
注
記
す
る
こ
と
で
書
写
の
契
機
を
明
確
に
し

た
の
だ
ろ
う
。
第
一
〇
巻
の
奥
書
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
実
時
自
筆
部
分
は
同

様
に
「　

」
を
付
し
て
お
い
た
）
50
（

。

本（第
一
〇
巻
）

云
、

宝
治
二
年
戊申
九
月
十
七
日
辛酉
、
自
康
楽
寺
僧
正
所
譲
賜
也
、

薬
権
助
和
気
在判　

仁
安
元
年
九
月
晦
、
於
百
斉
寺
、
以
唐
本
摺
本
書
了
、

仁
安
元
年
、
一
校
了
、
同
十
月
七
日
、
又
校
了
、

「
此
書
一
部
十
巻
、
小
川
僧
正
御
房
、
自
京
都
令
借
下
本
給
之
間
、
書
写
校
合

了
、
于
時
文
永
十
一
年
三
月
十
一
日　

　
　
　
　
　
　

越（北
条
実
時
）

州
刺
史
（
花
押
）」

実
時
が
小
川
僧
正
承
澄
本
を
利
用
し
た
こ
と
は
平
雅
行
氏
ら
が
指
摘
し
て
い
る
）
51
（

。
ま

ず
、
種
成
本
の
成
立
過
程
と
実
時
の
校
訂
事
情
か
ら
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

祖
本
は
平
安
末
期
に
作
ら
れ
た
。
仁
安
元
（
一
一
六
六
）
年
の
識
語
か
ら
書
写
の

経
過
を
み
よ
う
。
巻
九
に
は
九
月
二
八
日
の
「
午
時
書
」
と
あ
り
、
書
写
の
開
始
を

示
そ
う
。
同
日
に
巻
四
、二
九
日
に
巻
五
も
校
正
、
晦
日
に
は
巻
一
〇
を
「
百
斉
寺
」

で
「
唐
本
摺
本
」
か
ら
書
写
し
た
。
一
〇
月
二
日
に
は
巻
七
を
校
正
し
て
再
校
、
三

日
に
巻
八
、五
日
に
巻
六
・
九
を
校
正
し
た
。五
日
に
は
巻
五
・
六
・
八
の
再
校
も
し
た
。

六
日
に
は
巻
一
に
「
東
坂
本
河
原
口
坊
」
で
「
唐
摺
本
」
か
ら
書
写
し
た
と
記
し
、

9
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巻
一
・
二
・
四
も
校
正
し
、
七
日
に
巻
一
・
四
・
一
〇
の
再
校
し
完
了
し
た
。
一
〇
日
間

ほ
ど
を
費
や
し
、書
写
の
場
は「
百
斉
寺
」「
東
坂
本
河
原
口
坊
」だ
っ
た
。「
百
斉
寺
」

は
近
江
国
百
済
寺
だ
ろ
う
。「
東
坂
本
」
も
比
叡
山
の
麓
に
「
坂
本
」
が
あ
る
か
ら
、

天
台
寺
院
で
の
書
写
だ
ろ
う
。
原
本
は
「
唐
本
摺
本
」「
唐
摺
本
」
と
み
え
中
国
刊

行
の
版
本
だ
っ
た
。『
斉
民
要
術
』
の
版
本
は
、
北
宋
の
天
禧
四
（
一
〇
二
〇
）
年

刊
行
本
と
天
聖
年
間（
一
〇
二
三
〜
三
一
）刊
行
本
、南
宋
の
紹
興
一
四（
一
一
四
四
）

年
刊
行
本
が
知
ら
れ
て
お
り
）
52
（

、
こ
う
し
た
版
本
類
が
底
本
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
本
は
、
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
九
月
一
七
日
に
「
康
楽
寺
僧
正
」
か
ら
和

気
種
成
に
与
え
ら
れ
た
。
ど
の
巻
に
も
同
じ
識
語
が
あ
る
。
一
括
し
て
贈
ら
れ
た
も

の
だ
っ
た
。
康
楽
寺
の
こ
と
は
『
門
葉
記
』
に
み
え
る
。
天
台
座
主
慈
円
に
つ
い
て
、

承
久
元
（
一
二
一
九
）
年
八
月
二
六
日
に
は
「
為
同
（
一
院
）御

祈
、
於
康
楽
寺
房
、
被
修
尊

勝
法
」
と
み
え
、
慈
円
は
こ
こ
で
後
鳥
羽
上
皇
の
た
め
祈
祷
し
た
。
ま
た
、
翌
年
八

月
二
七
日
に
は
「
関
東
若
公
」（
三
寅
、九
条
頼
経
）
の
祈
祷
を
同
寺
で
修
し
て
お
り
、

慈
円
が
住
し
た
寺
院
だ
っ
た
（
以
上
、『
大
日
本
史
料
』
四

－

一
五
）。
こ
の
他
に
天

台
僧
光
宗
の
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
「
葉
上
流
之
康
楽
寺
慈
胤
法
印
」「
康
楽
寺
慈
賢

僧
正
」
と
も
あ
る
（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
続
諸
宗
部
）。
松
田
宣
史
氏
の
研
究
を
参

照
す
る
と
、
康
楽
寺
は
神
楽
岡
に
あ
っ
た
慈
円
以
来
の
住
坊
、
こ
の
時
期
の
「
康
楽

寺
僧
正
」
に
は
慈
胤
が
対
応
す
る
）
53
（

。
種
成
本
は
慈
胤
の
所
持
本
を
譲
渡
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
。

　

実
時
は
、
文
永
一
一
（
一
二
七
四
）
年
三
月
一
一
日
に
「
小
川
僧
正
御
房
」
に
依

頼
し
て
借
用
し
た
本
で
書
写
し
（
巻
一
〇
奥
書
）、
建
治
二
（
一
二
七
六
）
年
正
月

一
五
日
に
「
近
衛
羽
林
」
か
ら
借
用
し
た
「
摺
本
」
で
校
正
し
た
（
巻
一
奥
書
）。「
小

川
僧
正
御
房
」が
種
成
本
を
実
時
に
媒
介
し
た
人
物
、「
近
衛
羽
林
」は
校
訂
用
の「
摺

本
」
を
実
時
に
提
供
し
た
人
物
と
な
る
。
右
の
事
情
に
つ
い
て
、
平
氏
は
「
蓬
左
文

庫
『
斉
民
要
術
』
は
承
澄
が
京
都
で
借
り
受
け
て
、金
沢
実
時
が
書
写
さ
せ
た
も
の
」

と
さ
れ
た
）
54
（

。
小
川
僧
正
は
承
澄
だ
が
、「
京
都
で
借
り
受
け
て
」
と
い
う
判
断
は
い

か
が
だ
ろ
う
か
。
承
澄
は
台
密
に
お
け
る
百
科
全
書
の
よ
う
な
『
阿
娑
縛
抄
』
を
編

纂
し
た
）
55
（

。
そ
の
編
纂
は
京
都
が
中
心
だ
が
、
建
長
二
（
一
二
五
〇
）
年
か
ら
同
八
年

に
か
け
て
は
鎌
倉
の
二
階
堂
・
永
福
寺
等
で
行
っ
て
い
る
）
56
（

。
気
に
な
る
の
は
『
阿
娑

縛
抄
』
の
次
の
識
語
で
あ
る
）
57
（

（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
第
八
・
九
巻
）。

御（降
三
世
巻
）

本
云
、

建
治
元
年
九
月
十
二
日
、
草
書
、
近
年
於
関
東
依
無
具
書
不
草
、
終
上
洛
之
後
、

於
小
川
悉
披
具
書
抄
入
了
、　　
　
　
　
　
　
　
　

求
法
比
丘
僧
正
承
澄

去（通
法
要
巻
）

文
永
十
年
二
月
十
六
日
、
京
都
本
不
具
之
間
、
為
満
足
書
写
之
本
数
紙
不

具
之
体
也
、
仍
書
改
之
者
也
、

建
治
二
年
九
月
九
日　
　
　
　
　

承
澄

建
治
元
（
一
二
七
五
）
年
九
月
の
識
語
か
ら
、
承
澄
は
京
都
で
こ
の
識
語
を
書
い
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
近
年
関
東
で
は
具
書
が
そ
ろ
わ
ず
上
洛
し
た
と
い
う
）
58
（

。
そ
れ
以

前
は
関
東
に
い
た
。
文
永
一
〇
（
一
二
七
三
）
年
の
識
語
で
は
、
京
都
の
本
が
そ
ろ

わ
な
い
の
で
書
写
が
満
足
に
い
か
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
、
京
都
を
離
れ

て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
実
時
が
『
斉
民
要
術
』
を
校
訂
し
た
の
は
文
永
一
一
年
三
月

一
一
日
で
あ
り
、
承
澄
の
鎌
倉
滞
在
中
と
重
な
る
。
実
時
は
鎌
倉
で
借
り
た
と
み
て

よ
い
。

　
「
近
衛
羽
林
」は
誰
だ
ろ
う
。該
当
し
そ
う
な
の
は
惟
康
親
王
と
近
衛
家
基
で
あ
る
。

惟
康
親
王
は
文
永
七
（
一
二
七
〇
）
年
七
月
に
左
近
衛
中
将
（『
武
家
年
代
記
』
等
）、

近
衛
家
基
は
建
治
二
年
当
時
に
右
大
将
で
あ
る
（『
公
卿
補
任
』）。
将
軍
の
場
合
は

敬
称
を
つ
け
る
だ
ろ
う
か
ら
、「
近
衛
」
を
家
名
と
み
て
家
基
と
思
わ
れ
る
。
家
基

は
父
基
平
が
文
永
五
年
に
没
し
て
家
を
継
承
し
た
。
叔
母
は
将
軍
宗
尊
親
王
の
室
宰

子
で
、
こ
の
時
期
の
将
軍
惟
康
親
王
の
母
で
あ
る
（『
尊
卑
分
脈
』）。
宰
子
は
文
応

元
（
一
二
六
〇
）
年
二
月
五
日
に
北
条
時
頼
の
猶
子
と
し
て
鎌
倉
に
下
向
し
て
宗
尊

親
王
の
御
息
所
と
な
っ
た
（『
吾
妻
鏡
』）。
山
本
み
な
み
氏
は
、
宰
子
の
宗
尊
親
王

と
の
婚
姻
に
つ
い
て
、
得
宗
時
頼
が
猶
子
と
し
た
後
に
婚
姻
し
た
こ
と
で
北
条
得 

宗
家
の
家
格
を
上
昇
さ
せ
将
軍
家
と
得
宗
家
の
一
体
化
を
図
っ
た
と
評
価
さ
れ
た
）
59
（

。

や
が
て
僧
良
基
と
の
密
通
事
件
が
お
こ
る
と
、
文
永
三
年
六
月
一
九
日
、
北
条
時 
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宗
・
実
時
・
安
達
泰
盛
ら
は
宗
尊
親
王
追
放
の
寄
合
を
開
き
、
翌
日
、
宰
子
と
姫
宮

は
山
内
邸
へ
、
若
宮
（
惟
康
親
王
）
は
時
宗
邸
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
七
月
四
日
に

宗
尊
親
王
が
帰
洛
し
た
が
、
宰
子
は
同
行
し
て
い
な
い
（『
吾
妻
鏡
』）。
七
月
二
四

日
に
惟
康
親
王
が
新
将
軍
と
な
る
と
、
一
一
月
二
日
に
宰
子
と
姫
宮
も
帰
洛
し
た

（『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』）。
こ
の
間
、
実
時
は
将
軍
御
所
の
管
理
に
あ
た
る
小
侍
所
の

別
当
な
ど
を
経
歴
し
て
い
た
。
実
時
と
近
衛
家
の
交
流
は
宗
尊
親
王
帰
洛
後
も
つ
づ

い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　

ま
と
め
て
お
こ
う
。
実
時
本
『
斉
民
要
術
』
の
底
本
は
、
天
台
僧
慈
胤
が
相
伝
し

た
本
で
後
嵯
峨
院
の
侍
医
和
気
種
成
に
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
祖
本
は
中

国
の
版
本
だ
っ
た
）
60
（

。
実
時
は
こ
れ
を
承
澄
を
通
し
て
借
用
し
て
書
写
し
、
近
衛
家
基

か
ら
借
覧
し
た
本
で
校
訂
し
た
。
伝
書
に
関
わ
っ
た
人
物
に
は
後
嵯
峨
院
と
宗
尊
親

王
の
周
辺
人
物
が
濃
密
に
み
ら
れ
る
）
61
（

。
実
時
の
漢
籍
の
受
容
は
、
後
嵯
峨
院
と
北
条

氏
と
の
安
定
し
た
関
係
が
あ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

金
沢
文
庫
本
の
研
究
は
、
関
靖
著
『
金
沢
文
庫
の
研
究
』
を
は
じ
め
多
く
の
研
究

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
金
沢
文
庫
本
の
確
認
と
伝
来
、
②
金

沢
文
庫
と
称
名
寺
の
関
係
お
よ
び
「
金
沢
文
庫
」
印
の
問
題
、
③
金
沢
氏
当
主
ら
へ

の
清
原
氏
な
ど
か
ら
の
学
問
の
教
授
と
受
容
、
④
金
沢
氏
一
族
女
性
ら
の
草
子
類
の

受
容
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
）
62
（

が
、
政
治
史
と
の
関
連
で
検
討
す
る
点
が
不
十
分
だ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
は
、『
管
見
抄
』
や
田
中
良
清
編
『
鳩
嶺
集
』
を
素
材
に
当

時
の
漢
籍
受
容
者
群
を
後
嵯
峨
院
・
宗
尊
親
王
周
辺
と
の
関
係
で
検
討
し
た
。

　
『
管
見
抄
』
の
未
解
決
の
問
題
は
、奥
書
に
み
え
る
「
関
東
田
中
坊
」
の
性
格
だ
っ

た
。
本
稿
で
は
「
関
東
」
を
付
け
る
表
現
が
鎌
倉
以
外
に
拠
点
の
あ
る
寺
社
の
鎌
倉

別
邸
の
要
素
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、『
管
見
抄
』
の
伝
来
と

ほ
ど
近
い
時
期
に
『
白
氏
文
集
』
の
影
響
を
う
け
た
石
清
水
八
幡
宮
の
良
清
編
『
鳩

嶺
集
』
を
み
る
と
、
収
録
さ
れ
た
願
文
類
の
願
主
や
作
者
に
時
頼
・
実
時
と
関
わ
る

人
脈
が
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
か
ら
考
え

る
と
、「
関
東
田
中
坊
」
に
は
石
清
水
八
幡
宮
の
田
中
家
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
）
63
（

。

京
都
か
ら
鎌
倉
へ
の
漢
籍
の
伝
授
の
背
景
に
は
、
後
嵯
峨
院
・
宗
尊
親
王
と
実
時
ら

の
人
脈
が
つ
な
が
っ
て
い
る
様
相
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
背
景
に
は
、

田
中
教
清
の
初
期
教
育
や
鎌
倉
で
の
漢
籍
の
学
習
が
『
楽
府
』
な
ど
を
通
じ
て
行
わ

れ
た
よ
う
に
、
漢
文
の
教
育
が
共
通
し
た
書
を
基
盤
に
し
て
い
た
こ
と
も
述
べ
た
）
64
（

。

　

最
後
に
後
嵯
峨
院
と
鎌
倉
と
の
接
点
を
考
え
る
素
材
と
し
て
実
時
本『
斉
民
要
術
』

の
書
写
過
程
を
検
討
し
た
。
そ
の
底
本
は
天
台
僧
慈
胤
の
本
で
、
後
嵯
峨
院
の
侍
医

和
気
種
成
に
譲
ら
れ
、
こ
れ
を
実
時
は
天
台
僧
承
澄
か
ら
提
供
さ
れ
て
書
写
し
、
近

衛
家
基
か
ら
借
覧
し
た
本
で
校
訂
し
て
い
た
。『
斉
民
要
術
』の
伝
来
に
は『
鳩
嶺
集
』

に
み
ら
れ
る
人
脈
が
つ
ら
な
っ
て
お
り
、『
管
見
抄
』
の
編
者
と
周
囲
に
は
『
鳩
嶺
集
』

に
み
え
る
人
び
と
と
の
交
流
が
措
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
宗
尊
親
王
の
下
向
と
あ
わ

せ
て
鎌
倉
へ
の
京
都
か
ら
の
人
材
流
入
等
に
つ
い
て
指
摘
は
す
で
に
あ
る
が
）
65
（

、
石
清

水
八
幡
宮
等
を
媒
介
に
し
て
の
漢
籍
受
容
に
も
後
嵯
峨
院
・
宗
尊
親
王
を
め
ぐ
る
関

係
が
濃
厚
に
付
着
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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註

常
天
「
称
名
寺
の
基
礎
的
研
究
」（『
金
沢
文
庫
資
料
の
研
究
』、
一
九
八
二
年
）。

（
17
）　

遺
身
院
は
聖
教
奥
書
で
は
「
佐
々
目
御
坊
」「
鎌
倉
佐
々
目
御
坊
」
の
記
載
が
一
般
的
で
あ

る
（
貫
達
人
・
川
副
武
胤
編
『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』、
一
九
八
〇
年
）。

（
18
）　

田
島
光
男
「
西
院
流
伝
法
灌
頂
相
承
血
脈
鈔
に
つ
い
て
」（『
三
浦
古
文
化
』
四
〇
、
一
九
八
六

年
）。
能
禅
は
御
史
中
丞
為
親
の
孫
で
、
東
寺
大
悲
心
院
に
住
し
た
後
に
宏
教
の
弟
子
と
な
り

関
東
で
付
法
し
た
（
佐
和
隆
研
編
『
密
教
辞
典
』、
一
九
七
五
年
）。

（
19
）　

遺
身
院
に
『
白
氏
文
集
』
の
「
新
楽
府
」
の
注
釈
書
『
新
楽
府
注
』
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と

は
太
田
晶
二
郎
氏
の
指
摘
が
あ
る
（「『
百
練
抄
』
か
『
百
錬
抄
』
か
」『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』

第
一
冊
、
一
九
九
一
年
）。
大
須
真
福
寺
文
庫
本
『
新
楽
府
注
』
の
奥
書
を
、
太
田
氏
の
補
訂

に
よ
り
掲
載
し
て
お
く
。

正
嘉
元
年
七
月
卅
日　

於
相
州
鎌
倉
佐
々
目
谷
書
了
、

遺
身
院
自
体
は
、
寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
に
北
条
経
時
が
没
し
た
後
に
建
て
ら
れ
た
供
養
堂

を
も
と
と
し
、
宝
治
元
（
一
二
四
七
）
年
に
守
海
が
招
か
れ
て
成
立
し
た
。
そ
の
後
、
経
時
の

子
頼
助
が
入
寺
し
て
い
る
（
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』、
一
九
六
四
年
）。

（
20
）（
21
）　

貫
達
人
・
川
副
武
胤
編
『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』（
一
九
八
〇
年
）

（
22
）　

湯
山
学
「
定
豪
と
そ
の
門
流
」（『
鶴
岡
八
幡
宮
の
中
世
世
界
』、
一
九
九
五
年
）。
な
お
、
鎌

倉
中
期
の
勝
長
寿
院
別
当
源
恵
は
「
日
光
法
印
」
と
も
称
さ
れ
た
（
平
雅
行
「
鎌
倉
山
門
派
の

成
立
と
展
開
」『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
〇
、二
〇
〇
〇
年
）。

（
23
）　

尊
澄
と
鎌
倉
と
の
関
係
は
、『
阿
娑
縛
抄
』
食
法
作
法
の
奥
書
が
参
考
と
な
る
（『
大
日
本
仏

教
全
書
』）

御
本
云
、

建
長
四
年
三
月
廿
一
日
、
於
小
河
草
了
、

一
昨
日
十
九
日
、
当
院
ノ
宮
宗
高
親
王
令
行
啓
関
東
給
了
、

同
六
年
六
月
廿
九
日
、
於
鎌
倉
書
畢
、

今
年
々
月
、
是
前
武
州
刺
史
禅
門
十
三
年
忌
辰
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
法
比
丘
尊
澄

宗
尊
親
王
の
京
都
出
発
の
日
は
『
吾
妻
鏡
』
と
一
致
、
建
長
六
（
一
二
五
四
）
年
六
月
の
「
前

武
州
刺
史
禅
門
十
三
年
忌
」
は
仁
治
三
（
一
二
四
二
）
年
六
月
に
没
し
た
泰
時
の
忌
日
と
合
致

し
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
記
し
た
背
景
に
は
、
鎌
倉
の
要
人
と
の
親
密
な
関
係
が
あ
ろ
う
。

（
24
）　

尊
澄
は
、
建
長
五
（
一
二
五
三
）
年
書
写
の
『
合
行
灌
頂
私
記
』
等
で
も
書
写
場
所
を
「
関

東
大
蔵
谷
」
と
記
し
て
い
る
（
宝
戒
寺
所
蔵
、『
神
奈
川
県
史　

資
料
編　

中
世
Ⅰ　

古
代
・

中
世
（
1
）』
四
二
二
〜
四
二
六
）。

（
25
）　
「
鎌
倉
に
お
け
る
御
所
の
記
憶
と
大
門
寺
」（『
中
世
の
都
市
の
力
―
京
・
鎌
倉
と
寺
社
―
』、

二
〇
一
〇
年
、
二
〇
〇
三
年
初
出
）

（
26
）　
「
解
題
」（
臼
井
信
義
執
筆
、『
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』
五
）

（
27
）　

人
物
の
概
要
は
主
と
し
て
北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』（
二
〇
〇
一
年
）

（
1
）　
「
白
氏
文
集
の
金
沢
文
庫
本
・
林
家
校
本
・
宗
性
要
文
抄
本
に
つ
い
て
」（『
神
田
博
士
還
暦

記
念
書
誌
学
論
集
』、
一
九
五
七
年
）

（
2
）　
「
北
条
実
時
の
修
学
の
精
神
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』一
四
七
、一
九
六
八
年
）。
佐
藤
進
一
氏
は
、

『
白
氏
文
集
』
の
幕
閣
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、中
原
政
連
が
北
条
貞
時
を
諫
め
た
『
平
政
連
諫
草
』

の
過
差
の
停
止
を
求
め
た
一
条
に
『
白
氏
文
集
』
の
「
驪
宮
高
し
。
人
の
財
力
を
重
惜
す
る
を

美
む
。
牡
丹
の
芳
、
天
子
の
農
を
憂
う
る
を
美
む
」
の
一
節
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
（「
平
政
連
諫
草
」、
佐
藤
進
一
・
網
野
義
彦
・
笠
松
宏
至
『
日
本
中
世
史
を
見
直
す
』、

一
九
九
四
年
）。『
白
氏
文
集
』を
為
政
の
書
と
し
て
学
ぶ
姿
勢
は『
管
見
抄
』だ
け
で
は
な
か
っ

た
。

（
3
）　
「
内
閣
文
庫
蔵
『
管
見
抄
』
に
つ
い
て
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
九
、一
九
七
一
年
）

（
4
）　
「
内
閣
文
庫
所
蔵
管
見
抄
と『
越
抄
』に
つ
い
て
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』一
九
九
、一
九
七
二
年
）

（
5
）　

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
編
『
よ
み
が
え
る
中
世
』（
一
九
九
〇
年
）

（
6
）　
「
金
沢
文
庫
と
白
氏
文
集
」（『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
四
巻
、
一
九
九
四
年
）

（
7
）　
「
資
料
紹
介
：
智
積
院
新
文
庫
蔵
『
管
見
抄
』（
断
簡
）
に
つ
い
て
」（『
白
居
易
研
究
年
報
』

一
〇
、二
〇
〇
九
年
）。
収
集
者
は
一
五
世
紀
後
半
〜
一
六
世
紀
半
ば
の
根
来
寺
の
亮
盛
周
辺
と

さ
れ
た
。

（
8
）　
「『
鳩
嶺
集
』
出
典
考
」（『
文
芸
論
叢
』〔
大
谷
大
学
〕
六
六
、二
〇
〇
六
年
）

（
9
）　

田
中
宗
清
が
清
原
家
の
家
学
を
う
け
て
い
た
こ
と
は
、（
ア
）『
太
神
宮
与
熊
野
山
同
体
否
事

諸
家
之
勘
文
』
の
奥
書
に
「
建
□
（
保
二
カ
）
□
十　

　

日　
　

直
講
清
原
本
也
、／　

　
　

法（
宗
清
）印（
花
押
）

／　

以
高
倉
博
士
判
官
斉親
本
、公
卿
申
状
書
入
了
」（『
田
中
家
文
書
目
録
』
一
、桐
八

－

①
）、（
イ
）

『
類
聚
国
史
』
の
奥
書
に
「
加（
嘉
禄
）六
三
年
五
月
十
九
日
、
以
清
家
本
為
一
校
了
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
（『
田
中
家
文
書
目
録
』
一
、
桐
八
）。

（
10
）　

文
化
庁
監
修
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
7　

書
籍
上
』（
一
九
九
八
年
）、
平
雅
行
「
将
軍

九
条
頼
経
時
代
の
鎌
倉
と
山
門
派
」（『
日
本
仏
教
の
史
的
展
開
』、
一
九
九
九
年
）

（
11
）　

前
註
太
田
（
3
）
論
文
よ
り
引
用
。

（
12
）　

陳

氏
は
、「
清
直
講
」
を
清
原
隆
直
に
文
中
の
「
閫
外
」
を
将
軍
と
解
釈
し
、『
管
見
抄
』

の
作
者
を
宗
尊
親
王
と
す
る
見
解
を
示
さ
れ
た
（「『
管
見
抄
白
氏
文
集
』
の
成
立
と
金
沢
文
庫

の
創
設
背
景
」、
二
〇
一
一
年
一
一
月
五
日
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
会
研
究
報
告
）。

本
稿
で
は
同
日
に
発
表
し
た
自
身
の
報
告
を
ま
と
め
て
お
い
た
。

（
13
）　

北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
氏
系
譜
人
名
辞
典
』（
二
〇
〇
一
年
）

（
14
）　

前
註
（
6
）
西
岡
論
文
。

（
15
）　

永
井
晋
「
金
沢
北
条
氏
の
女
性
名
」（『
金
沢
北
条
氏
の
研
究
』、
二
〇
〇
六
年
）

（
16
）　

櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
一
九
六
四
年
）
三
八
九
〜
三
九
一
頁
、
納
富

12
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を
参
照
し
略
記
し
た
。

（
28
）　

山
崎
誠
「
菅
大
府
卿
為
長
伝
小
考
」（『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』、
一
九
九
三
年
）

（
29
）　

系
譜
は
『
系
図
纂
要
』
第
二
冊
五
九
一
頁
参
照
。

（
30
）　

篇
目
は
「
顕
徳
院
一
日
一
切
経　

作
者
資
実
／
同
院
御
逆
修　

作
者
同
／
同
結
願　

作
者
為

長
卿
／
同
諷
誦
文　

作
者
同
／
為
長
卿
逆
修　

自
作
／
法
性
寺
殿
阿
弥
陀
経　

作
者
為
長
卿
」。

本
書
は
水
戸
徳
川
家
の
大
日
本
史
編
纂
に
際
し
て
写
本
が
作
ら
れ
『
本
朝
文
集
』
に
収
録
さ
れ

た
（『
よ
み
が
え
る
中
世
』〔
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
〕、
解
説
）。

（
31
）　

貫
達
人
・
川
副
武
胤
編
『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』（
一
九
八
〇
年
）

（
32
）　

拙
稿
「
鎌
倉
極
楽
寺
真
言
院
長
老
禅
意
と
そ
の
教
学
」（『
金
沢
北
条
氏
と
称
名
寺
』、

一
九
九
七
年
）

（
33
）　
『
八
幡
宮
寺
年
中
讃
記
上
中
下
』
に
は
唯
心
関
連
の
識
語
が
あ
る
（『
田
中
家
文
書
目
録
』
一
、

桐
十
一
）。

「（
上
冊
奥
書
）

本
云
、
蓮
忍
上
人
自
筆
、
志
水
唯
心
上
人
筆
、
尤
可
貴
重
歟
、」

「（
下
冊
奥
書
）

本
云
、
文
永
十
二
年
乙亥
二
月
十
九
日
、
西
寺
東
房
ニ
書
了
、

本
云
、
嘉
暦
二
年
三
月
日
、
誂
人
所
書
留
也
、
中
志
水
唯
心
上
人
筆
、
為
其
門
葉
、
尤
可

崇
重
々
、
蓮
忍
、　

応
仁
元
丁亥
年
十
二
月
日
、
以
志
水
円
満
寺
住
持

見
昌
本
写
之
、
小
比
丘
倫
誉
」

唯
心
は
石
清
水
八
幡
宮
内
で
崇
敬
さ
れ
、
そ
の
筆
跡
は
後
世
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
た
。

（
34
）　
「
鎌
倉
時
代
の
国
家
機
構
―
薪
・
大
住
両
荘
の
争
乱
を
中
心
に
―
」（『
中
世
の
国
家
と
宗
教
』、

一
九
七
五
年
）

（
35
）　

文
書
本
文
は
菊
池
紳
一
「
財
団
法
人
前
田
育
徳
会
所
蔵
文
書
（
二
）」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』

二
四
、二
〇
〇
九
）
収
録
の
「
二
六　

後
嵯
峨
上
皇
院
宣
○
尊
経
閣
古
文
書
纂
石
清
水
文
書
」

に
よ
る
。

（
36
）　

伊
藤
清
郎
「
中
世
国
家
と
八
幡
宮
放
生
会
」（『
中
世
日
本
の
国
家
と
寺
社
』、
二
〇
〇
〇
年
、

一
九
七
七
・
八
年
初
出
）

（
37
）　

前
註
（
34
）
黒
田
論
文
。

（
38
）　
「
石
清
水
八
幡
宮
」（『
中
世
日
本
の
国
家
と
寺
社
』、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
七
六
年
初
出
）

（
39
）　

佐
久
間
久
子
「
宗
尊
親
王　

鎌
倉
将
軍
家
就
任
の
歴
史
的
背
景
」（『
政
治
経
済
史
学
』

三
七
〇
、一
九
九
七
年
）

（
40
）　

村
井
章
介
「
執
権
政
治
の
変
質
」（『
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
』、
二
〇
〇
五
年
、
一
九
八
四

年
初
出
）

（
41
）　
「
楽
府
」
は
中
国
の
漢
・
魏
の
時
代
に
制
作
さ
れ
た
楽
曲
で
、
児
童
を
動
員
し
て
歌
わ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
（
沢
口
剛
雄
「
解
説
」『
楽
府
』、
一
九
八
七
年
）。
太
田
晶
二
郎
氏
は
、
源
光

行
が『
蒙
求
和
歌
』『
百
詠
和
歌
』『
楽
府
和
歌
』の
三
部
作
を
作
成
し
た
こ
と
、「
蒙
求
」「
百
詠
」「
楽

府
」
に
白
居
易
の
「
新
楽
府
」
を
加
え
た
四
部
が
漢
籍
教
育
の
基
本
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ

れ
た
（「『
四
部
ノ
読
書
』
考
」『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊
、
一
九
九
一
年
）。
な
お
、
実

時
は
源
光
行
の
子
親
行
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
借
覧
し
書
写
し
て
い
る
。

（
42
）　
「
楽
府
朗
詠
」
の
教
授
に
関
す
る
文
書
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
朱
合
点
の
こ
と
を
記
し
て
お

り
、
同
じ
く
教
清
へ
の
教
授
に
関
わ
る
も
の
だ
ろ
う
（（『
大
日
本
古
文
書
』
石
清
水
文
書
一
・

六
一
二
頁
）。

（
43
）　

前
註
（
8
）
仁
木
論
文
。

（
44
）　

玉
井
幸
助
校
訂
『
問
は
ず
語
り
』（
岩
波
文
庫
）
三
一
頁
。『
増
鏡
』「
第
八　

あ
す
か
川
」

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
45
）　
「
和
気
氏
系
図
」
に
よ
る
と
、種
成
は
「
侍
医
、正
四
位
下
、兵
庫
頭
、昇
殿
」、法
名
は
仏
種
、

正
応
元
（
一
二
八
八
）
年
九
月
三
〇
日
に
六
八
歳
で
没
。
ま
た
別
本
に
は
「
侍
医
、
博
士
、
典

薬
権
頭
、兵
庫
頭
、従
五
位
下
」
と
あ
る
（
以
上
、『
続
群
書
類
従
』
七
上
）。『
民
経
記
』
に
は
、

正
元
元
（
一
二
五
九
）
年
一
二
月
二
八
日
条
の
行
幸
の
記
事
に
「
大
内
記
兼
倫　

兵
庫
頭和
気種

成

朝
臣
」、
文
永
五
（
一
二
六
八
）
年
一
〇
月
五
日
条
の
後
嵯
峨
院
出
家
の
記
事
に
「
医
師
兵
庫

頭
和
気
種
成
朝
臣
」
と
み
え
法
名
は
「
覚仏
歟種

」
と
あ
る
。

（
46
）　

松
本
光
隆
「
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
医
書
の
訓
読
に
つ
い
て
」（『
国
文
学
攷
』
八
七
、

一
九
八
〇
年
）。
松
本
氏
所
引
の
奥
書
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

文
永
元
年
七
月
廿
三
日
、
於
仙
洞
局
曹
、
以
累
葉
当
家
之
証
本
書
写
訖
、

　
　
　
　
　
　

正
四
位
下
行
兵
庫
頭
兼
安
芸
介
和
気
朝
臣
種
成
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一
交
了
』

同
九
月
九
日
戌
終
刻
、
於
芝
砌
移
点
了
、　　

種
成

弘（
七
行
後
）

安
五
年
七
月
八
日
、
一
見
了
、（
花
押
）

文
化
庁
監
修
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
7　

書
籍
上
』
に
は
、
右
の
奥
書
と
と
も
に
「
紙

背　

種
成
宛
加
級
消
息
7
通
」
と
あ
る
（
一
九
九
八
年
）。

（
47
）　

小
出
満
二
「『
斉
民
要
術
』
の
異
版
に
つ
き
て
」（
西
山
武
一
・
熊
代
幸
雄
訳
『
斉
民
要
術
』、

一
九
六
九
年
）

（
48
）　

矢
島
玄
亮
『
日
本
見
在
書
目
録
―
集
証
と
研
究
―
』（
一
九
八
四
年
）

（
49
）　

文
化
庁
監
修
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
7　

書
籍
上
』
掲
載
写
真
に
よ
る
。

（
50
）　

関
靖
『
金
沢
文
庫
の
研
究
』（
一
九
五
一
年
）
の
跋
語
判
断
に
よ
る
（
四
三
頁
）。

（
51
）　

文
化
庁
監
修
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
7　

書
籍
上
』
は
「
北
条
実
時
が
小
川
僧
正
（
叡

山
承
澄
カ
）
本
か
ら
書
写
し
た
も
の
」
と
推
定
し
、
平
雅
行
氏
は
「
蓬
左
文
庫
『
斉
民
要
術
』

は
承
澄
が
京
都
で
借
り
受
け
て
、
金
沢
実
時
が
書
写
さ
せ
た
も
の
」
と
承
澄
か
ら
の
伝
来
本
と

断
定
さ
れ
た
（
前
註
（
10
）
平
論
文
）。

（
52
）　

前
註
（
47
）
小
出
論
文
。
な
お
、『
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
善
本
解
題
図
録
』
第
二
集
の
『
斉

民
要
術
』
の
解
説
に
は
、「
文
中
、
処
々
に
見
え
る
欠
字
文
字
に
『
帝
諱
の
制
』
を
適
用
し
て

み
る
と
、
南
宋
の
刻
本
を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
さ
て
直
接
に
南
宋

本
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
多
少
問
題
が
あ
る
」
と
記
さ
れ

て
い
る
（
杉
原
豊
治
・
日
原
利
国
両
氏
の
分
担
執
筆
、
一
九
六
八
年
初
版
、
一
九
八
〇
年
再
版
）。

（
53
）　
「
台
密
血
脈
譜
裏
書
の
尊
意
・
平
澄
・
明
救
説
話
―
恵
尋
・
快
雅
・
慈
胤
の
考
察
―
」（『
比
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叡
山
仏
教
説
話
研
究
―
序
説
―
』、
二
〇
〇
三
年
）。
天
台
僧
が
鎌
倉
の
律
僧
と
密
接
な
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
は
、
光
宗
の
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
極
楽
寺
忍
性
が
如
意
宝
珠
を
め
ぐ
っ
て
江
ノ
島

の
龍
穴
に
参
籠
す
る
説
話
や
称
名
寺
長
老
釼
阿
と
の
問
答
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
（
田
中
貴
子
「『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
み
る
情
報
収
集
の
諸
相
」『「
渓
嵐
拾
葉
集
」
の
世
界
』、

二
〇
〇
三
年
）。

（
54
）　

前
註
（
10
）
平
論
文
。

（
55
）　

島
地
大
等『
天
台
教
学
史
』（
隆
文
館
版
、一
九
七
七
年
）四
一
五
頁
。佐
和
隆
研
編『
密
教
辞
典
』

（
一
九
八
五
年
）。「
小
川
僧
正
」を
承
澄
に
比
定
す
る
理
由
は
、「
三
国
明
匠
略
記
」に
承
澄
を「
小

川
僧
正
」
と
し
、
弘
安
五
（
一
二
八
二
）
年
一
〇
月
二
二
日
に
七
八
歳
で
没
し
た
と
い
う
記
載

等
を
根
拠
と
し
た
（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
第
九
巻
、九
四
六
頁
）。
な
お
、『
遮
那
業
学
則
』

に
は
「
穴
太
聖
昭
ノ
資
、
契
中
、
忠
快
・
承
澄
・
澄
豪
ト
伝
来
シ
テ
」
と
あ
る
（『
大
正
新
修

大
蔵
経
』
第
七
七
巻
二
七
八
頁
）。
承
澄
の
師
匠
忠
快
は
平
教
盛
の
子
で
（『
尊
卑
分
脈
』）、『
吾

妻
鏡
』
に
「
小
川
忠
快
法
印
」
と
度
々
登
場
し
て
い
る
（
建
暦
元
年
一
一
月
二
日
条
他
）。

（
56
）　

貫
達
人
・
川
副
武
胤
編
『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』（
一
九
八
〇
年
）
二
四
四
頁
。

（
57
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
』第
三
九
・
四
〇
巻
に
も
同
様
に
み
え
る
。
た
だ
し
、『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

の
翻
刻
の
方
が
よ
り
正
確
と
判
断
し
、
後
者
か
ら
引
用
し
た
。

（
58
）　

承
澄
に
よ
る
『
阿
娑
縛
抄
』
の
著
述
は
建
長
年
間
に
始
ま
り
、文
永
一
一
（
一
二
七
四
）
年
・

弘
安
四
（
一
二
八
一
）
年
の
識
語
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
晩
年
に
至
る
ま
で
補
修
に
従
事
」

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
望
月
信
亨
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』、
一
九
三
三
年
）。

（
59
）　
「
近
衛
宰
子
論
―
宗
尊
親
王
御
息
所
と
し
て
の
立
場
か
ら
―
」（『
紫
苑
』
九
、二
〇
一
一
年
）

（
60
）　
『
斉
民
要
術
』
は
広
く
学
ば
れ
て
い
る
。
中
世
前
期
の
寒
冷
な
気
候
の
中
（
磯
貝
富
士
男
『
中

世
の
農
業
と
気
候
』、
二
〇
〇
二
年
）、
中
国
北
部
の
畑
作
農
法
へ
の
関
心
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

（
61
）　

菊
池
大
樹
氏
は
、
宗
尊
親
王
が
式
乾
門
院
や
室
町
院
の
猶
子
と
な
っ
た
こ
と
や
親
王
の
ま
ま

将
軍
と
し
て
関
東
に
下
向
し
た
こ
と
を
後
嵯
峨
院
の
強
力
な
意
思
お
よ
び
王
統
と
し
て
の
必
須

条
件
だ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
（「
宗
尊
親
王
の
王
統
と
大
覚
寺
統
の
諸
段
階
」『
歴
史
学
研
究
』

七
四
七
、二
〇
〇
一
年
）。

（
62
）　

前
田
元
重
「
武
家
の
文
化
」（『
神
奈
川
県
史　

各
論
編　

3　

文
化
』、
一
九
八
〇
年
）。
前

田
氏
の
分
析
は
①
③
④
の
問
題
を
中
心
に
特
に
貞
顕
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

（
63
）　

北
条
実
時
と
石
清
水
八
幡
宮
の
関
係
は
、
北
条
時
輔
領
で
あ
っ
た
出
雲
国
横
田
荘
に
関
わ
る

石
清
水
八
幡
宮
と
時
輔
の
母
と
の
相
論
に
も
み
ら
れ
る
。
文
永
一
〇
（
一
二
七
三
）
年
一
〇
月
、

石
清
水
八
幡
宮
検
校
宮
清
は
引
付
頭
人
実
時
に
石
清
水
八
幡
宮
雑
掌
祐
範
申
状
案
を
送
付
し
て

お
り
、
申
状
案
は
実
時
本
『
斉
民
要
術
』
の
紙
背
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
（
杉
山
厳
「
光
厳
院

政
の
展
開
と
出
雲
国
横
田
荘
―
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
出
雲
岩
屋
寺
文
書
』
を
中
心
に

―
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
六
、二
〇
〇
六
年
）。

（
64
）　

漢
籍
研
究
の
重
要
さ
は
公
武
共
通
し
て
使
わ
れ
た
「
撫
民
」
の
単
語
に
も
う
か
が
え
る
。
太

田
青
丘
氏
は
「
撫
民
」
は
「
貞
観
正
要
の
こ
の
理
国
並
び
に
撫
養
蒼
生
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
之

を
日
本
流
に
翻
案
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
（「
中
世
前
期
歌
学
と
中
国

詩
学
」『
日
本
歌
学
と
中
国
詩
学
』、
一
九
六
八
年
）。

（
65
）　

こ
う
し
た
研
究
に
は
、
高
島
哲
彦
「
鎌
倉
時
代
の
貴
族
の
一
側
面
―
『
関
東
祗
候
廷
臣
』
に

つ
い
て
の
一
考
察
―
」（『
史
友
』一
九
、一
九
八
七
年
）、永
井
晋「
中
原
師
員
と
清
原
教
隆
」（『
金

沢
北
条
氏
の
研
究
』、二
〇
〇
六
年
、一
九
八
八
年
初
出
）、同
「
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
南
家
儒
流
」

（『
栃
木
史
学
』
九
、一
九
九
五
年
）
等
が
あ
る
。
こ
の
他
、
後
嵯
峨
院
・
宗
尊
親
王
周
辺
人
物

の
北
条
氏
と
の
密
接
な
関
係
は
、葉
室
光
俊
と
そ
の
子
の
天
台
僧
定
円
の
関
係
で
も
み
ら
れ
る
。

葉
室
光
俊
は
宗
尊
親
王
の
歌
道
師
範
と
し
て
鎌
倉
に
下
向
す
る
と
、
定
円
も
ま
た
下
向
し
て
時

頼
の
法
華
八
講
や
泰
時
の
十
三
回
忌
供
養
を
つ
と
め
た
。
晩
年
の
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）
年
に

は
六
波
羅
邸
で
金
沢
顕
時
の
八
回
忌
供
養
を
行
っ
て
い
る
（
近
本
謙
介
「『
和
州
橘
寺
勧
進
帳
』

解
題
・
翻
刻
」『
仁
和
寺
資
料
』
第
三
集
、
二
〇
〇
二
年
）。
恐
ら
く
、
実
時
ら
と
の
関
係
が
孫

の
貞
顕
ま
で
引
き
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、葉
室
光
俊
と
北
条
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

小
森
正
明
「
葉
室
光
俊
の
鹿
島
社
参
詣
に
つ
い
て
―
『
夫
木
和
歌
集
』
に
み
え
る
詠
草
を
中
心

に
―
」（『
茨
城
県
史
研
究
』
九
三
、二
〇
〇
九
年
）
等
が
あ
る
。（

愛
知
学
院
大
学
文
学
部
）

（
二
〇
一
二
年
一
月
一
〇
日
受
付
、
二
〇
一
二
年
五
月
二
五
日
審
査
終
了
）

14

国立歴史民俗博物館研究報告
第 175集　2013年 1月



Concerning the reception of Chinese classics by high of ficials of the Kamakura Bakufu 

（shogunate）, studies have been conducted on subjects such as the Chinese classic-oriented 

personalities of Hojo Tokiyori and Sanetoki, their relationships with Confucian scholars such as the 

Kiyohara clan or Fujiwara Nanke, and the formation of“Buke-bunko”（samurai family’s library）; 

however, sufficient study has not been conducted from the perspective of the Court-Bakufu relations 

during the Kamakura era. In this paper, Kankensho, which is believed to be an anthology by Sanetoki, 

through Kyureishu（collection of Chinese poems and proses）edited by Ryosei of Iwashimizu 

Hachimangu, are studied, and it has been clarified that there was a common group of recipients of 

Chinese classics in Kamakura and Kyoto. 

Kankensho consists of excerpts of key passages from Hakushi Monju, which was transcribed in 

Einin 3（1295）in“Kanto Tanaka-bo”. This paper focuses on examples in which“Kanto”was affixed 

to the names of monks’ living quarters in temples. As a result, it became clear that Ishin-in had the 

characteristics of the Kamakura priest’s lodge of Kyoto Shimogawara Monzeki, Inukake-bo had the 

characteristics of the Kamakura priest’s lodge of the Nikko-zan betto（chief priest）, and Okura had 

the characteristics of the Kamakura priest’s lodge of Ogawa-bo. It has also been discovered that, in 

many cases, places with names to which“Kanto”is affixed were often Kamakura lodges of persons 

who were based in places other than Kamakura. Based on these facts, it is possible that Tanaka-bo was 

a Kamakura priest’s lodge of Iwashimizu Hachimangu. 

Concerning the relationship between Iwashimizu Hachimangu and Kamakura, the close 

relationship between Betto Sosei and Rokuhara Tandai（the Kamakura shogunate’s Kyoto agent） Hojo 

Shigetoki is known; however, no attention has been given to Kyureishu. Kyureishu contains items 

such as veneration pledges by Hojo Tokiyori and was authored by Sugawara no Tamenaga, Fujiwara 

no Tsunenori and others who（or whose descendants）had a close relationship with Kamakura. The 

interaction between Kamakura and Kyoto was mediated by the people appearing in Kyureishu. One 

notable example is Seimin-yojutsu, copied at the order of Hojo Sanetoki. Its copy text was the copy 

made by Wake no Tanenari, and Kyureishu contains Chinese poems by Tanenari as well. Tanenari was 

a court physician of Gosaga-in and a member of a social society held by Ryosei, together with Fujiwara 

Group of Recipients of Chinese Classics in Kyoto and Kamakura in the 
Mid Kamakura Period：Between Kankensho and Kyureishu

FUKUSHIMA Kaneharu

Bulletin of the National Museum of Japanese History
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no Akionori and others. It seems that the collection in this book by Sanetoki had something to do with 

his duty as Kosamurai dokoro betto. This is inferable from the fact that he performed revision of the 

book based on the copy by Shocho, who authored Asabasho, or the copy by Konoe Iemoto, a nephew 

of Prince Munetaka’s official wife Saishi. The human network observed in Kyureishu is strongly 

visible in the introduction of Seimin-yojutsu. It can be said that the stable Court-Bakufu relationship 

formed through Gosaga-in and his son Prince Munetaka created the common foundation for the 

transmission and receipt of Chinese classics in Kyoto and Kamakura. 

Keywords: Kankensho, Kyureishu, Iwashimizu Hachimangu, Kanazawa Bunko, Gosaga-in
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